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午前 10 時 00 分 開議 

  ● 議案第 22 号 平成 24 年度多賀城市一般会計予算（歳出質疑）1 款議会費～3 款民

生費 



○金野委員長 

おはようございます。 

若干時間が早いので、皆さんおそろいなので始めたいと思います。本日は日本列島大荒れに

荒れておりますけれども、多賀城市役所 3 階の予算特別委員会、委員皆様方そして職員の

皆様方の御協力を得て粛々と議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

それでは、ただいまの出席委員は 17 名であります。本日は、昌浦委員から欠席届が出され

ておりますので、御報告いたします。 

定足数に達しておりますので、直ちに本日の委員会を開きます。 

それでは、議案第 22 号 平成 24 年度多賀城市一般会計予算を議題といたします。 

3 月 2 日に引き続き歳出の質疑を行います。 

まず、第 1 款議会費から第 3 款民生費までの質疑を行いますが、資料提出の説明を求めま

す。 

○紺野保健福祉部次長(兼)社会福祉課長 

それでは、本日お配りいたしました議案第 22 号関係資料追加資料につきまして、審議の前

の時間をちょうだいしまして説明申し上げます。 

この資料は、3 月 2 日の予算審議におきまして要求をいただきました各市町の見守り体制

についてを 1 ページの方に、裏面の 2 ページには多賀城市と G 町の比較を、3 ページには

先般御説明いたしましたが巡回方式を併用後の 22 名体制のシフト表を、4 ページと 5 ペ

ージには当初と見直し後の見積もりを、6 ページから最後 10 ページまでには修正後の仕

様書案をお示しいたしております。 

1 ページをごらんください。見守り体制につきまして、再度各市町に確認した結果でござい

ます。上の表で本市を含め 5 市町では、仮設住宅内の集会所等に常駐して安否確認を行う

滞在型の見守りとなっており、その下 4 市町では市や町、あるいは社協等を拠点とする巡

回型の見守りでございます。安否確認の方法は、滞在型、巡回型とも毎日、あるいは週 1 回、

あるいは高齢者等については毎日で、それ以外の方はもっと期間が開くなど、市や町によっ

てまちまちでございますが、全世帯に日曜祝日も含め毎日安否確認を実施しているのは本

市のみでございます。下の方でございますが、滞在型と巡回型それぞれのねらいや内容を記

載いたしました。どちらも見守りや行政等のパイプ役であるなど業務自体に大きな相違は

ございませんが、滞在型は見守りを行うものが常駐しているために防犯、防災上の対応に即

応性が高いこと、それから住民の相談等にも応じやすいと考えてございます。また、今回は

結果にはつながらなかったわけでございますが、毎日声がけをすることで居住者の変化が

把握しやすく、孤独死の予防等も図られるものというふうに考えております。 

2 ページをごらんください。本市と G 町の比較表でございます。G 町は先般お配りいたし

ました各市町の実態調査の一覧におきまして、本市と仮設団地の規模が近い反面、管理運営

経費に大きく差があるのではとの御指摘もございまして、改めて状況を比較したものでご

ざいます。記載のとおり業務の内容において、本市では滞在型で全世帯への安否確認を不測



の事態にも対応できるように二人一組で毎日実施しているほか施設の維持管理も行ってご

ざいますが、G 町では施設の維持管理は町の直営、自宅者は巡回型で単身高齢者、あるいは

高齢者世帯につきましては毎日または 2 日に 1 回程度、それ以外の方につきましては 10

日に 1 回の安否確認のみ実施しているという状況でございます。 

次に、3 ページをごらんください。22 名体制に見直しした後のスタッフの業務シフト表で

ございます。原則毎日の勤務となりますので、スタッフの週 2 日の休日を確保する必要と

安否確認を二名一組で実施していることから、多賀城公園野球場の仮設住宅は規模が大き

いので 3 名または 4 名となっておりますが、そのほかは各仮設 2 名体制で回してまいりま

す。最大で毎日 14 名のスタッフと責任者たるチーフ等が 2 名の 16 名が勤務従事をし、

6 名が週休日の関係で休んでいるというような体制になっておりまして、合計で 22 名で

ございます。 

4 ページ、5 ページをごらんください。先般もほかの業者等も含めました所要経費比較をお

示しいたしましたが、こちらにつきましては現行の受託業者に係る当初見積もりと 22 人

体制への見直し後の見積もり案でございます。見直し後につきましては、太字の部分が 4

名減による影響部分で人件費で約 1,046 万 7,000 円、事業費で 40 万 8,000 円、労務

管理費で約 122 万 4,000 円がそれぞれ減額され、消費税を含め全体で約 1,270 万円ほ

どの減額を見込んでおります。なお、減額後におきましても全体事業費の 8 割を人件費が

占めてございます。 

最後に、6 ページから 10 ページでございます。現行の業務仕様書につきまして御指摘いた

だきました視点、事業所が行うということではなくて本市が行い、あるいは仮設入居者が自

治会を初めコミュニティーを結成してみずから行うさまざまな事務や業務を本市の指示の

もとに自治会やコミュニティー組織と連携し、あるいは役割分担を図りながら受託事業者

が支援するという視点に立って各項目を見直しました。4 月以降は生活再建支援室が仮設

支援も含めた被災者支援の専任組織となりますことから、業務日報の報告や安否確認未達

の際の連絡は生活再建支援室に報告し連絡することなどを明記いたしました。また、入居者

の自立に向けた地域コミュニティーにつきましては、組織づくりに直接かかわるのではな

く、その組織への支援を行う表現に改め、それらの組織との役割分担等を図るという観点で

項目を見直しいたしております。見直しいたしました項目につきましては、アンダーライン

を引いてございますので、現行仕様書と比較いただければと存じます。なお、6 ページ仕様

書の 2 の（2）安否確認の見直し内容と、新たに今回加えました（3）ネットワーク整備・

運用の支援、これに関しましては先般も説明申し上げておりますけれども、10 ページに別

紙として明確に追記いたしております。また、7 ページの一番下でございますが（15）の

業務委託時間につきましても、現在は年末年始、お盆期間等は除いておりますが、見直し後

におきましてはその期間も巡回により安否確認をすることにいたしております。以上、説明

を終わります。 

○鈴木保健福祉部長 



それでは、私からは先日議題になりました名刺に記載された多賀城営業所問題について、そ

の後の結果を御報告をさせていただきます。 

3 月 3 日土曜日、名刺に多賀城営業所の記載をした共立メンテナンスの社員及びその上司

と面談の上、営業所記載のことについて確認を行いました。記載した理由について説明を求

めましたところ、本市が委託している仮設住宅 6 カ所をまとめる責任者として城南仮設住

宅集会所を常勤場所として使用していたことからその住所を用い、また責任者として常勤

していたことからその社員が独自の判断、いわゆる思いつきで多賀城営業所という名称を

使用してしまったということであり、会社として営業所を設置したということではござい

ませんでした。もちろん、委託事業地内で営業活動などをした経過はございませんが、対外

的に不適切な表示であることから名刺の使用をすぐ中止するとともに改善する旨、厳しく

指導させていただきましたことを御報告させていただきます。大変申しわけありませんで

した。以上です。 

○金野委員長 

今の説明に従って受け付けます。藤原委員。 

○藤原委員 

仕様は指摘した方向で見直すということなので、そうなってほしいと思います。営業所なの

ですけれど、要するにそういうことに無感覚なんだよね。実態がそうだっていうのだからそ

うなのかもしれない。しかし、普通の会社ではあり得ないのではないかと。こういうことは。

だから私は感覚がやっぱりおかしいと思いますよ。隠しどりの問題からいろんな問題、この

問題も含めて。だから指導すればけりがつくかと、そういう問題ではないような気がするん

だけれど。どうですか。 

○鈴木保健福祉部長 

今回の営業所問題につきましては、この担当社員につきましては今回採用される従前、いわ

ゆるヤマハ発動機という株式会社の実は某営業所の所長をしていたというふうなことでご

ざいますが、いわゆるそのある一定のエリアを統括する場合、そのような名称を使ってこれ

までずっと仕事をしてきたというふうな経過がございまして、独自の判断で使用してしま

ったというふうなことでございますので、決してその場所で営業活動を目的とした名刺へ

の表示ではなかったこと、そういったその勇み足であったことというふうなことで本人も

反省しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○藤原委員 

この名刺をつくっていたことについて責任者も知らなかったということですか。それから

上部の会社組織も知らなかったということですか。 

○鈴木保健福祉部長 

現在のすべての社員の名称を確認しましたところ、営業所というふうな名称を使っていた

のはこの社員だけというふうなことで、当日来た上司もそこまできちんと確認はしていな

かったというふうなことでございます。 



○藤原委員 

私はあり得ないと思いますよ。だって私は責任者の人と、所長の人と一緒にもらったんだよ。

彼が単独でやっていたなんて、そんなの信用できますか。大新東だって、ちなみに大新東は

営業所どこにあったんですか、あかねを委託したとき。あかねの中に営業所あったわけじゃ

ないでしょ。 

○金野委員長 

意見わかった。保健福祉部部長 

○鈴木保健福祉部長 

もちろん、公の施設の中に事務所または営業所があったわけではなくて、あくまでも勤務場

所ということでしたけれども。そのときの状況について今資料を持ち合わせておりません

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

○藤原委員 

こういうのをつくっておいて、ばれちゃったら実態はなかったんだと。勝手に使ってしまっ

たんだと。それでやっぱり言い逃れしようとすること自体が、私はやっぱりおかしいと思い

ますよ。これはすみませんでした、で済む問題ではないと。ちなみに大新東は駅前の床屋の

2 階にあったね、営業所がね。これ私ね、これだけだったら許せる、これだけだったら。だ

けど、もうぼろぼろでしょう。その中の一つなんですよ、これは。ぼろぼろの中の一つなん

ですよ。だから私はそのすみませんでしたと、もう名刺は使わない、名刺は使いませんで済

む問題ではないと。それでも随意契約をあなた方はやろうとするのですか。市長どうですか。 

○菊地市長 

この件に関しましては、いろいろと本当に問題があったことは事実だというふうに思いま

す。今も名刺の問題で藤原議員から言われたことを、本当に何でそんなことになるのかなと

いうふうな思いはするわけでございますけれども。この間のアンケート調査の結果、90 も

う 100％近い方々がやっぱり今の態勢でぜひお願いしたいということも事実でございます

し、この間私自身からお答え申し上げましたようにさまざまな入居をされている方々から、

市長何とか今の態勢でよろしくお願いしたいという、そういう要望も多数ございました。

我々も住んでいる者としてぜひ今の態勢を維持していただきたいということ、ほかの方々

からも署名活動をいただきましたけれども、まだそこまで要らないだろうということで私

のところへ届けていないものもございました。いろいろと多賀城市側の不手際もありまし

たし、業者側の不手際もありましたし、ただ今回の追加資料にもありますようにこれからそ

れなりの態勢でやり直したいということで、皆さんいろんなことを御指摘いただいたこと

に対して頑張っていくというふうに思いますので、ひとつぜひ今の態勢を維持すること、議

会の皆様方に対しましては心からお願い申し上げたいというふうに思います。以上でござ

います。 

○藤原委員 

市長の考えていることは今のでわかったのですが、私どもとしては容認はできません。それ



から事実関係についてなのですが、この営業所の所長の名刺はいつからいつまで使われて

いたのですか。 

○鈴木保健福祉部長 

具体に期間については確認をしておりませんでした。 

○藤原委員 

ではそれ、確認してくださいよ。いつからいつまでこれを使っていたのか。それからあなた

方が全然知らなかったというのもおかしいね、これは。だから丸投げをして、その委託業者

も管理できないようでは役所として失格ですよ、やっぱり。だから私はまずこの事実関係、

いつからいつまでこの名刺を使ったのか、きちんと報告してください。それから、そこで営

業活動をやっていなかったというのは間違いないのですね。 

○鈴木保健福祉部長 

3 月 3 日の聞き取りでは、営業活動というものは認めておりませんでした。 

名刺の使用期間については、いつからということについては調べて後ほど御報告させてい

ただきたいと思います。使用の中止は、もう 3 月 3 日の朝からは使っていないということ

で、とりあえずそのことについてだけは報告させていただきます。 

○佐藤委員 

きょう出された資料をせっかく皆さん方出されたわけですから、これについて確認をして

いきます。 

今、次長が 1 ページのところで言いづらそうに言っていましたけれど、住民の異常に早く

気づくことができて孤独死の予防が図れるというのは、私たちも聞きづらかったというふ

うに思います。ぜひどうなるか知りませんけれども、この後の結果が、このようなことがな

いように頑張っていかなければならないというふうに改めて、読むたびにうんと思います

よ。ぜひ心していただきたいというふうに思います。 

それから、5 ページなのですが見直し後の 22 名体制になったときに、1 人当たりの平均給

与が見直し前よりちょっと高くなっているのだけれど、これはなぜでしょうか。ちょっと今

もらって計算機もないから計算も私もしていないのですけれど、もしわかれば。 

それから、福利厚生費のところで健康診断のところがちょうど 100 万になっているのです

ね。人数減らした分が減っているのか、金額的に。あるいはその健診項目を減らしてこうい

うふうにしたのかというあたりを確認をしたいというふうに思います。 

それから、レンタカーの 4 台の借り上げ価格が適正なのかどうかというところも、どうい

うふうに調査をしているのか今わかれば教えてください。 

それから、労務管理費のところで、社内規定により本社が決定として 200 万円弱が、100

何十万だな、が安くなっているのだけれどもこれは本社に直接行っちゃうお金だというふ

うに思うのですよ。そういう意味では、一定の利益の部分だというふうに思うのですね。そ

れが適正なのかどうかということもきちんと精査、何しろ皆さん方は共立から上がってき

たものを根拠にやっているというものだから、その辺をきちんと確認をしておきたいとい



うふうに思うのですが。今言った点で、お答えください。 

○鈴木保健福祉部長 

まず、1 人当たりの平均給与の単価が少し上がっているというふうなことなのですが、ここ

は基本給の高いチーフ、サブチーフが 4 名だったところを 2 名減らしてというふうなこと

になりますので、給料の高い低いを平均で計算していきますと、高い方が減って下の方が上

がるということになりますので平均給与が若干2,000円近く上がっているというふうなこ

とになろうかというふうに思います。あくまでもこれは平均というふうなことでございま

す。 

それから福利厚生費の関係で、もちろん健康診断は人数分というふうなことになりますが、

この辺も話し合いで福利厚生費はその他のいろんな社員の健康診断以外の休憩時間のいろ

んなものとか、そういったものの全部合わさっていますので、これは一式として 100 万で

やるというふうなことでの合意があったものですから、このような形になりました。決して

健康診断の項目その他を減らすとか割愛するとかこういったことではございません。その

他の経費をちょっと削減したというふうなことでございます。 

それからレンタカーの関係なのですが、これもリースというふうなこともあるのですが、こ

れは 1 年のリースというのが業者の方と確認したところないというふうなことで、どうし

ても起点になるところからそれぞれの仮設住宅のほうへ出向かなければならないというふ

うなこともありますので、どうしてもレンタカーは 4 台必要だということで、これはレン

タカーしかちょっと借りるすべがないということでしたので、その辺については 23 年度

と同等の金額で計上をさせていただいたところでございます。 

それから労務管理費につきましては、通常これがいわゆるこの中の一部が会社の利益とい

うふうなことになろうかというふうに思いますが、この中にはこれまで直接会社から派遣

されている職員の人件費等も含みます。そのほかに、この労務管理につきましては通常の、

例えばその建設工事、その他の場合のいわゆるその労務管理費は 14％から 15％くらいが

通常の労務管理費というふうなことになっているようでございます。前回お渡ししていた

資料にもあったかと思いますけれども、いわゆるその労務管理費はすべて 10％以下、最初

に共立メンテナンス、A 社、B 社というふうな出し方をさせていただきましたが、前の資料

になります、これでいきますと共立メンテナンスが約 9.6％ぐらい、A 社が 8.7％、B 社が

13％というふうなことでございますので、通常の委託業務の中での 10％前後の労務管理

費というのは、これは妥当な金額だというふうに考えております。以上です。 

○佐藤委員 

ええまあそう言われれば何の根拠もありませんから、そうだというふうに私、納得するわけ

ですが。レンタカーのところで、レンタカー何で必要だったんだかよくわからない、今まで

はそれぞれの仮設に常駐していたんですよ。どこでレンタカー使ったんですか。今からは 2

カ所減るから、1 台か 2 台必要だと言われればそうかなと思うのだけれども、どこでレン

タカー使っていたのでしょう。 



○鈴木保健福祉部長 

これまでも多賀城公園野球場及び城南地区の仮設住宅につきましては、それぞれの業務箇

所の報告を、または連絡調整会議をやるときにそれぞれ城南であったり、多賀城市の野球場

公園の方にその職員が行ったり来たりをしなきゃいけないということ。それから、市の方に

毎日の報告を出しに来なきゃいけないということ。勤務場所への通勤についてはマイカー

ということになりますが、業務上はやっぱり個人の車ということではなくて公用車といい

ますか、役所でいえば公用車、社用車といいますか、それを使うというふうなことでしたの

でレンタカーの借り上げというふうなことになったようでございます。 

○佐藤委員 

一定節約をしていっていただくという意味では 4 台も必要なのかなという気がします。大

した広い多賀城ではありませんから、すぐ歩けばできるわけだから、人を拾って歩いてもそ

れまでだなというふうに改めて今これ見て思ったのですが、そういう点で微々たる金額か

もしれませんけれども、半分にすれば 200 万で済むわけだからね。そういうところもきっ

ちり精査して提案していただかないと、本当に言いなりのものでしかないですよ、これ見て

いると。だからこういうところをきちんともう 1 回精査して、話し合って節約できないも

のかどうかというあたりも含めて頑張るべきだというふうに思います。これは思うからそ

ういうふうに言っておくのですが、改めて要求をしておきます。見直すべきだということで

ね。 

それからもう一つなのですけれども、もう一つというか二つなのだけれども。金曜日にいた

だいた資料で、この大きいやつの方で多賀城市のスタッフ等の人数のときに改めて見てち

ょっと小さくて気がつかなくて、改めて見たのですが。平成 24 年度は共立 22 名予定と書

いてあるのですが、その内訳として市の保健師 2 名とか書いてあるのだけれども、この市

の保健師は市のお金で雇うのですよね。そうしたらこれは共立から省くべきだというふう

に思うのですね。こういうふうに書いてはちょっとうそだよね、というふうに思います。 

それと、私ちょっと仕様書のところでどこと具体的なことを書いていないからお話しする

のですけれども、普通は市営アパートとか県営アパートは住民間のトラブルには管理補助

員という人がいるんです。市営アパート、県営アパートにね。そういう人たちは、一定のそ

の施設の管理とかのあそこの安全面のそういう委託は受けているのですが、住民同士のト

ラブルには関与しないようにということが言われているのですね。だけれども、どうも今ま

での対応を見ていると、共立で何かトラブルがあったときには共立のスタッフに言わない

で市に直接言ってくる人が結構いて、そういう人たちに対して市は共立にみんな任せてい

るからというふうにして帰していっているという話なのですよ。それで私も二つぐらい経

験しました。お隣同士のトラブルなんかになると、それはそのやっぱり共立のその何の経験

もない人たちでは対応できないんです。余計トラブってしまうということになるわけです

よね。そういう意味では、これから何ていうんですか、そういう意味でもきちんと市がかか

わるところはかかわるというふうにしていかないと、丸投げというところにまた行き着い



てしまうのではないかと。今大事にならなくて済んでいますけれども。というようなことに

なるのではないかと思うのですが、その点でいかがでしょうか。 

○鈴木保健福祉部長 

まず、仮設住宅管理運営に関する実態調査の 5 番の中に、市保健師 2 名、仮設事務所補助

員 2 名、社協支援員 2 名というふうに記載しましたのは、仮設住宅をいわゆるその担当と

いいますかしている総勢の職員を知っていただくためにここに記載をしたということでご

ざいまして、あくまでも共立メンテナンスの採用枠といいますか、は一応 22 名というふう

なことで考えております。 

それから、先ほどのその住民間同士のトラブルのお話なのですが、我々もちょっといろんな

情報とか入ってきます。ここでなかなか言いづらいようなこともたくさんありまして、ケー

スバイケースというふうなことが言えるかと思うのですが、決して丸投げしているつもり

はございません。現在も担当職員が、例えば警察の方といろいろ協議をしながら対応してい

る問題もありますし、いろんな問題で特に住民間のトラブルが起きそうなときには市の職

員が関与して対応していきたいと、このように考えているところでございます。 

○佐藤委員 

警察が関与するような大きなことでなくても、日常的に隣の人がうるさいとか、生活サイク

ルが合わなくてどうのこうのというようなお話を持ち込まれたときに、共立の人たちはそ

ういうことにこたえられるようなスキルを持って、今現状ですよ、持っていないのですよ。

そういうときに不適切な対応をされると、小さくおさまるものも大きくなってしまうとい

うことがあるなあというふうに、私 2 回ぐらい感じたことがあったんです。そういう意味

では、ぜひ共立のその、共立になるかどこになるか今から決めるのですけれども、どこにな

ってもそのところに市が対応できないというところ、もしあるとすればですよ、その中にそ

ういうスキルを持った人をきちんと入れてそして精神面でもケアも図っていくということ

が大事なことではないかというふうに思います。 

それから、共立、共立って言いたくないのだけれども、この間ストーブの話もしましたけれ

ど、電気を明かり日中明るいから消せと言えば、いや消さなくてもいいんだとそういうよう

なことも含めて本当に強い指導が必要ですよ、この会社は。きちんと見ていかないと、住民

の不信感を招きます。残してほしい、残してほしいという気持ちが伝わってくると市長はお

っしゃっていましたけれど、それはだから何回も言うように当然なんです。対個人との毎日

来てくれる方との関係で言えばやめられたら嫌だよねという話は当然なのですよ。しかし、

その運営の仕方とか日常的なそういうありようをきちんと見ている住民は見ていますから

ね、あの仮設の人たちは。そうすると、いろんな不信感が芽生えてきたりということがあり

ますので、任せたから任せっきりでなくて、その都度適切な指導が大事なことだというふう

に思います。お返事をください。 

○鈴木保健福祉部長 

確かに委員おっしゃるとおり、それはどれも大事な視点だろうというふうなことで今回



我々も事務局内部で検討させていただきました。一つのその対応策としましては、いわゆる

PDCA サイクルという考え方を 1 年サイクルではなくて、いわゆる四半期ごとに、いわゆ

る今回満足度調査みたいなものを、今回私ども市の職員がやりましたけれども、それを 3

カ月に 1 回くらい、いわゆるその住民の声を聞く、それをすべて反映させていくそういう

ことって必要なのではないかというふうなことになりまして、できる限り住民の声を聞く

機会を多く持って、それで対応してまいりたいとこのように考えておりますので御理解を

お願いしたいと思います。 

○佐藤委員 

きちんと指導をしていくという点でお返事がなかったような気がするのですけれども。 

○鈴木保健福祉部長 

大変申しわけございませんでした。前のアンケート調査のときにも、やはりいろいろ少数意

見というふうなことではあってもそういう要望や苦情、その他いろんな形でこちらの方に

お寄せいただけることがありますので、そういったことを一つ一つ丁寧に解決しながら指

導していきたいとこのように思いますので、よろしくお願いいたします。 

○竹谷委員 

私、資料請求したやつをちょっと確認したいと思います。2 ページの G 町と多賀城市の相

違点どこにあるのかということを質問し、その調査した結果を教えてくれというお話をし

ました。その中で一つ気になったのは、施設管理は G 町では町直接やっているというふう

にお答えありました。その経費はどのくらいかかっているのでしょう。 

○紺野保健福祉部次長(兼)社会福祉課長 

申しわけございません。直営分については調べておりませんでした。 

○竹谷委員 

それでは比較にならないのですよね。うちの違うところは、施設管理は直営だと、極端に言

えば仮設住宅の住民の安否確認を市としてやっているので、ここのところはこのぐらいで

済んでいるんだという多賀城市との価格の差はこのぐらいだから出ているんだという御説

明ですよね。そうであれば、町直営でやっているその経費がどれだけかかっているか、そう

でないと対比にならないわけですよ。そう思いませんか。 

○鈴木保健福祉部長 

町直営ということになりますと職員の人件費その他もちょっと比較ができないということ

がございまして、確かに竹谷委員おっしゃるとおり全体の経費で比較をしようとすると多

分そこまで必要だったのだろうというふうに思いますが、直営分についてはちょっとそう

いう視点から外れていました。 

○竹谷委員 

だからさ、なぜこの資料を求めたかというのは、あなたたちが出してきたものが妥当性があ

るのかどうなのかというものを見定めるために資料をお願いしているのですよね。それが

比較の論点だと思うのです。やっていないものをなぜやらないんだというわけにはいかな



いけれど、それが資料の出し方ではないかと思います。 

それから、さっきちょっと気になった部長。さっき佐藤委員に対して 5 ページでいろいろ

やりましたけれども、健康診断の件ね。双方で合意したという答弁していますよね、合意し

た金額がこれだと。まだ決まりもしないのに合意ということはあり得ないのではないです

か。もしそうでなかったらこの合意という言葉を、答弁を取り消しておかなければおかしい

ですよ。 

○鈴木保健福祉部長 

大変申しわけありませんでした。私、合意したというふうなことで言葉を使ってしまったと

思います。それは取り消しをさせていただきたいと思います。 

○竹谷委員 

そこにね、根底からこの見積もりに対してあなたたちが積算していないということなので

すよ。さっきから言っている丸投げだ、丸投げだと言われている、そういうのが裏切られて

いるのだよ。だからね、自分らで多賀城市のいろんなやつをやっていけば、ここはこのぐら

いの計でおさまるはずだ、ここはこのくらいでおさまるはずだという、私は試算があってし

かるべきだと思う。そうでなかったから、契約できないんじゃないかと思いますよ。入札に

しろ、何にしろ、予定価格つくるためには、そういう積算が必要じゃないですか。積算にな

っていないじゃない、と思うのだけれどどうですか。 

○鈴木保健福祉部長 

現段階では、それぞれの担当者が項目ごとにチェックをしまして、妥当な金額というふうな

ことで内部で積算をさせていただいているところでございます。 

○竹谷委員 

あんまり細かいから言いたくないんだけれど、あなたそこまで突っ張るなら、4 台のレンタ

カーで 450 万、新車買えますよ、軽自動車。軽自動車の中古買えますよ。そういうのは逆

に言うとあなた、中古車購入で 200 万ぐらいで仕上がるのではないですか。それが積算で

はないですか。細かいから余り言わないと思ったけれども、あなたそこまでくるなら、そう

なりますよ。積算とはそういうものではないですか。論点変えれば、多賀城の工事の積算や

っている担当部署、そういうものじゃないですか。どこなんですか、積算やっている本元は。

そういうもので積算していくのではないですか、違いますか。 

○鈴木保健福祉部長 

通常の委託契約その他だと、確かにそういうふうな経費上の問題というのが出てまいりま

す。確かに委員おっしゃるとおりだと思います。今回は、実は緊急雇用創出事業というその

補助金の中身で、いわゆるその財産を持ってはいけないとかですね、いわゆる備品の購入は

認められていないとか、さまざまなちょっと制約がございまして、それのリース料とかそれ

からそのレンタカーの借り上げ料とか、そういったものは置きかえができるというふうな

ことでございますので、そういう制度上の中身でそういったその車の借り上げをどうしよ

うかとなったときにレンタカーの対応しかなかったという実態が一つございます。ただ、先



ほど佐藤委員からもありましたけれども、4 台って本当に必要なのかと言われますとその

辺についてはまた改めてちょっと考えてみたいとは思いますが、そういう制度の中でどう

してもこれは借り上げとか中古の例えば車を使うとか、そういったことができなかったと

いうふうなことでございます。 

○竹谷委員 

それはね、理屈ですよ。積算根拠になっていないですよ。であれば、この 400 万を使わな

いようにするには、市でレンタカー借りたやつを貸したっていいんじゃないですか、連絡車

で。そういうぐらいにして経費の節減することを何で考えないのですか。そこまで言うのな

ら。雇用創出のやつだから、それを使うためにいいんだというものではないと思うの。違い

ますか。わからないんだな、あなたたちのその発想が。いいですか、私二つやった G 町の

対比だってそうだし、ここだってそうですよ。私はね、どこどこ会社にやるのがいいとか悪

いじゃない、しっかりしたそういうコスト的なことも含めて、こうあるべきだというものを

きちっと出してほしいのですよ。さっきのね、佐藤委員の答弁にあったけれど、一般管理費

は 9 点何パーセント、計算すれば、だから妥当だ。この間出した資料でいけば、どこの A

社よりも B 社よりも少ない金額。そういう比較していましたよね。だけど A 社、B 社は事

業費が安いんですよ。そういうところを比較させていくのですよ。だからね、もうちょっと

積算根拠をきちっとしてさ、できないものかね。理解したいのだけど理解に苦しむんだな。

一般市民にこう公表しても、なるほどなと、そのとおりだよね、ここはちょっと高いけれど

もしょうがないよね、と理解を得られるような資料を出してほしいのですよ。そう思うので

すけれど、いかがですか。 

○鈴木保健福祉部長 

皆様方に十分御納得いただけるような見積もりの提出の仕方というふうなことでの御質問

なのですが、全くそのとおりだというふうに思います。ただ、委託事業というのは全体の事

業をただパッケージでお願いをするものですから、これまで例えば委託事業者に多賀城市

が公用車を提供しているというふうな、そういう保険の問題いろんな問題がありますので、

あくまでも受託事業者がその経費の中で捻出をしていくというふうなことが本来の委託の

あり方かなというふうに考えております。なお、仮にそういったことが経費の軽減というふ

うな目的で、例えば半額でできるというふうなことであっても、それは結論から申し上げま

すと多賀城市が公用車を買い上げる場合、補助対象にも何もなりませんので、これはすべて

市財からの持ち出しというふうなことになるということ。今回は、繰り返し申し上げますが

緊急雇用創出事業で人件費を、いわゆるその全体事業費の 50％以上を使うことであれば、

今回はおおむね 8 割以上を人件費として使っていますので残りの 2 割の部分につきまして

は、多少は内容の精査は私どもしたつもりではおりますが、その分も緊急雇用創出事業でみ

られるというふうなことでございましたので、このような形の積算になってしまったとい

うふうなことでございます。今後、こういったその見積もりの中身につきましては十分精査

してまたお出ししたいと、こういうふうに思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 



○竹谷委員 

そうするとこれは精査するということですね、再度。あなた今答弁では。これは今後契約段

階にいくにはもうちょっと精査をして、我々が理解できるような精査の仕方をしますとい

うことの答弁だということで聞いておいてよろしいですか。 

○鈴木保健福祉部長 

今後、もし随意契約というふうなことで御承認をいただければ、詳細をもう少し詰めまして、

その後どなたが見ても御理解いただけるようなそういった金額に、金額というか内容に精

査をしまして随意契約を結びたいとこのように考えております。 

○竹谷委員 

それはね、随契であろうと、入札であろうと、根拠づけは一緒ですよ。その元数字で入札価

格、入札であっても価格決めるんでしょう。契約行為ってそういうものじゃないですか。随

契だからこういう積算をもう 1 回見直すとか、そういう論理じゃないでしょう。だからさ

っき上げられた随契ありきの論理でいるんじゃないのって、誤解されてもしょうがない答

弁ばっかりしているのですよ。私は数字が適正であれば、入札であろうと、随契であろうと、

そのときの状況によって違うでしょうから。そういうきちっとした根拠づけのある数字を

出してくださいって言っている。あなた言う雇用で 80％、20％はどうでも使えるから、

その 20％はどうでも使ってもいいんだという論理ではだめだということです。そういうも

のじゃなく、そこもきちっと無駄のないような、そして説明ができるような、やはり積算、

市としての積算はきちっとしなければいけない。それで、見積もり合わせにしろ、入札にし

ろ、その上に立って私は価格が決まっていくものだと。よそからもらったものをとーんと、

はいこれです、というものではない。それは予算どりのために一つ参考にはなると思うけれ

ども、参考になると思います。これは参考にすると思います。それを積算業務にかけて、適

正価格に置きかえて、それで市の予定価格というものを決めるのではないですか。あの、そ

ういう鑑定やっているとこどこですか。そういうぐあいにやっていないですか、公室どこで

やっているのかな。どこ。市のそういう入札業務とか、積算とか、そういうものはどこでや

っているの。そういうふうにやるのが普通じゃないですかと私は思うのですけれども、違い

ますか。その辺はきちっと説明してください。違うのであれば、私は謝ります。きちっとし

てください。 

○阿部管財課長 

一般的な入札に付するような契約については、積算根拠というものは、例えば工事であれば

県の土木等々で定められたものをもとにして積算し、それをもとにして予定価格を設定し、

入札に付しております。随意契約については、例えば 2 号随意契約不適条項と言われてい

るものなのですが、そちらであれば積算の根拠となるものは数社の見積もりにより判断す

るとか、あとまた決して競争入札に付することが適さないものというものが随意契約の理

由の主なものになるために、決してその価格の多寡だけではなくて、その提供される業務内

容が他の業者でもってできないものが随意契約によるものとされておりますので、単にそ



の価格の多寡だけで判断するものではないというものと解されております。 

○竹谷委員 

要は積算根拠ありますよね。多賀城市の積算根拠というのは。見積もりでも何でも。 

○阿部管財課長 

工事価格等については、当然先ほど話したような観点で基準となる価格は存在いたします。

ただし業務委託等については、そのもととなるものはその業務個々でもって多種多様にわ

たるもので、これといった基準というのは特にはありません。優先順位とすれば、数社から

の見積もりによるものとかが参考的になるというものとなります。 

○竹谷委員 

そうしますと、いいです、わかりました。これも特殊的な業務ではないですよね、他社では

できない業務ではないと。他社ではできない。そうすると、入札に値する案件でもあるとい

うぐあいに理解してよろしいですか。 

○阿部管財課長 

改めてその 2 号案件の詳細について、資料の方を読み上げさせていただきます。地方自治

法第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に掲げるその性質または目的が競争入札に適しないものを

するときには、競争入札の方法によること自体が不可能または著しく困難とは言えないが

不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも

適当でなく、当該契約自体では多少とも価格の優位性を犠牲にする結果になるとしても普

通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らし、それに相応する資力、信用、技術、

経験等を有する相手方を選定し、その者との間で契約をするという方法をとるのが当該契

約の性質に照らし、またその目的を究極的に達成するという上でより妥当であり、ひいては

当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も該当するもの

と解されております。 

○竹谷委員 

だからさ、もういいわ。それは法律はそうなっている。だからこの案件は、まあいいや。そ

こまで言ってもしょうがないか。この案件は、競争入札にしてもいい案件でしょう、と聞い

ているのですよ。私競争入札やれっていうんじゃない、案件にしてもいいんでしょうと。こ

ういう案件は。というのを聞いているの。それだけ。余計なことはいいから。この案件はそ

ういう入札することができる案件でもありますよという解釈でいいのかということを聞い

ているの。 

○阿部管財課長 

契約の立場から言わせてもらいますと、その内容が競争入札に付することができるかどう

か、その提供が可能かどうかということが一つの論点になりますので、契約の立場では当該

原課がその目的が競争入札に付することがどうかということを判断した後、こちらの方で

これに該当するかどうかの判断をさせていただくということになります。 

○金野委員長 



竹谷委員。 

○竹谷委員 

なぜそれを聞いているかというと、入札に可能なものであれば、積算根拠をきちっとしなけ

ればいけないだろうと言っているのですよ。わかる意味。今聞いていると、積算根拠が明ら

かでないわけよ。理解できないわけ。予算の 80％は人件費であって、20％は使える経費

だからどれでもいいんだというような、受けとめられるような答弁があるからおかしいん

じゃないのと言っているんですよ。そういう答弁で業者はわかったというわけにいかない

でしょうと言っているんです。だから積算根拠を出してくださいと言っているんですよ。何

も難しい話じゃない。だから今悪いけれど管財課長の今答弁求めたのだけれど、積算根拠は

スカッとする方がいいんじゃないですかと言っているわけです。そのために聞いているの

だよ。いかがですか。あなたたち言ってる 20％は何でも使えるからいいんだというような、

そういう発想ではないでしょうということを言っているの。1 年間で 100 万もするレンタ

カーを借りる、それ積算根拠でオーケーですって、そんなものではないでしょうと言ってい

るの。そういうものではないでしょうと聞いているのですよ。どうなの。 

○鈴木副市長 

これは今、竹谷委員からお話ありましたことを、一般的に土木建築の場合ですとまず数量を

出して、数量に単価を掛けて所要の経費を積算して予定価格を定めるわけですけれども。そ

のほかの業務については、いわゆる積算根拠、歩掛というものがないということもあって見

積もりによることが多々ございます。そのときに、提出された見積書の額が果たして適正か

どうかは、例えばその公共事業の労務単価に置きかえをしたり、あるいは見積もりに載って

いる内容が適切に計上されているかどうか、具体的に言いますと今ここでレンタカー4 台

の話がございますけれども、果たしてレンタカー4 台ということが妥当なのかどうか、3 台

でだめか 2 台でいいのか、あるいは 4 台で足りるのか足りないのか、6 台かもしれない。

そういったこともるる踏まえて、総額として適正な価格として我々が置きかえたものと提

出された見積もりの額の総額として下回っている、そういったことが一つの判断基準とす

ることがございますので、今竹谷委員から言われたことを参考にしまして、これは労務単価

ですから内訳はちょっと公表できない金額になりますけれども、その通常の公共事業の例

に倣ってこのケースに置きかえた場合に、いかほどの総額として金がなるのか、そのことを

契約する段階においてそれできっちりその精査をして、その資料については今はつくって

おりませんけれども、できた段階でまた改めて御提出をさせていただきたいというふうに

考えております。 

○竹谷委員 

副市長ね、そうなんですよ。妥当性があるかどうか判断したいのです。だからこういうもの

を要求しているのね。そうでなかったら要求しないんですよ。中身がね、いろいろあったも

のだからそういうことになっているわけね。だからその妥当性のある指示を出して、説明が

皆さんにできるようなものを出していただきたいというのが私の願いです。そうでないと、



何ぼ金が来るから何ぼ分はいいんだという、そういう荒い話かもしれないけれど、そういう

荒い答弁じゃだめだと思うのです。もうちょっとその辺、副市長検討するということですの

で検討していただきたいと思います。 

それから、雑費で有給休暇取得の経費も入っていますよね。これだってきちっと算出根拠を

こうですよということを説明しなければ。全然なっていないんだよ。こういうの書いて出し

たからかえっていろいろ出てくるんだよね。 

それから、さっき言った労務管理費。これがね、私はここが一番だと思う。ここをね、例え

ばここに話し合いの中でちょっといろいろあるからここを 8％ぐらいにしてくれないかと

か、ここが落としどころなんですね。価格全体の絞りは。だからそういうところも、もうち

ょっと。我々としてやった場合にはこのぐらいの本社経費でいいだろうというものを、やっ

ぱり考えながらできるだけ理解が得られるような数字でやられた方がいいんじゃないかと

思うので、ひとつその辺も含めて研究をしながらやっていただきたいし、どこの企業になろ

うとも市役所は責任を持ってかつての山王仮設住宅で起きたような事件がないように、適

切にしていただくように指導していくというのはどこの業者に決まろうともそれだけは基

本的に堅持していただきたいというふうに思いますので、その辺はいかがでしょう。 

○鈴木副市長 

これはやっぱりその契約した、委託した内容が適正かつ満足、入居者の方々に満足していた

だけるように遂行されること、これは極めて大事なことですのでそれが実現されるように

厳しく厳格に業者の方も指導しますし、我々も一方で職員が出向いたり、そういったできる

サポートはすべて注入をして、これは前段で申し上げましたけれども、仮設住宅の安寧と一

日も早い生活再建、それを実現してまいりたいというふうに思っております。 

○竹谷委員 

あとはいいです。さっき 2 ページで指摘した資料の出し方、これは個々の今の問題だけで

はなく、少なくとも資料を要求するには多賀城と他の市町村の比較はその事業に対してど

ういうふうに行われているかという比較をするためにいただくわけですので、その辺も踏

まえてこっちは直営だからこれはいいんだというのではなく、直営であればどのくらいの

経費がかかっているよと概算でもいいですから出していただいてお互いが対比できるよう

にしていきたいというふうに思いますので、今後のこういう部類の資料についてはそうい

うことを踏まえて提出していただきたいということをお願いしておきたいと思います。 

○金野委員長 

ここで 10 分間の休憩をいたします。 

再開は 11 時 10 分。 

午前 10 時 59 分 休憩 

 

午前 11 時 10 分 開議 

○金野委員長 



再開いたします。藤原委員。 

○藤原委員 

名刺の件なのですが、にわかには信じがたいのだけれども営業所の実態はなかったと。だか

ら仮設に営業所を置いた事実はないということだね、さっきの答弁はね。要するに、肩書詐

称事件というべきことになったわけだな。彼の本当の肩書はなんですか。 

○鈴木保健福祉部長 

まず先ほどの、いつから使用していたかということでちょっと連絡が確認とれましたので

御報告させていただきます。名刺の方は 23 年 12 月 1 日から使用をしておりました。採

用については 11 月 1 日採用というふうなことでございますが、11 月 1 カ月期間は一応

研修期間というふうなこともございまして、名刺の方は使用していなかったようでござい

ます。12 月 1 日からということで、所長採用ということで、名刺にもございますとおり北

日本事業部の所長というふうなことで今回の見積もりの中にもありますが、所長チーフと

いうその所長というふうな肩書でございます。以上です。 

○藤原委員 

だからさ、所長というのはね何とか所長と普通つくんだよ。保育所長だとか。下水道の管理

センターの所長とか。何とか所長ってつくんだよ、普通。だから何の名前もつかない所長と

いうのは、あり得ないんだけれど。そんな所長というのは。だから、あなたの今の説明だと

北日本事業本部所長になるわけ。事業本部というのは事業本部だって事業本部所じゃない

でしょう。だからこの所長の本当の肩書なんだと聞いているの、私は。所長だけの所長って

あり得ないでしょう。 

○鈴木保健福祉部長 

いわゆる仮設住宅 6 カ所をまとめる責任者として、これまで所長という名称を使ってきた

というふうなことでございますが。見積もりその他では人件費の中に所長というふうなこ

とで入っておりますが、4 月以降につきましては営業所があるわけではございませんので、

所長という立場ではなくそれなりの責任者というふうなことになろうかというふうに思い

ます。その名称等については、3 月 3 日話し合いをしたときにはそこまでのどういう肩書

になるかというふうなことについての話はしませんでした。 

○藤原委員 

だからそんな所長はあり得ないんだよ、何回も言うけど。固有名詞がないとおかしいでしょ

う、これは。保育園だったら保育園長だし。保育所だったら保育所長ってあるし。事業所だ

ったら所長だ。これは固有名詞がないとおかしいのですよ、肩書は。だから固有名詞をきち

んと言いなさいと言っているの。何ていう肩書なのか。 

○鈴木保健福祉部長 

後ほど事業所の方に確認をしてお答えしたいと思います。 

○藤原委員 

これはね、一体どこで印刷したのですか、この名刺は。さっき勝手にこの人がその名刺つく



っていたという話だったでしょう。私のところに 2 枚あるわけ。責任者の名刺とその所長

の名刺と。すっかり様式同じなのですよ。その共立メンテナンスの会社名が上にあって、そ

して行財政改革等住民サービス向上のパートナーって書いてあって、PKP 事業本部云々っ

て書いています。それから社章というのかな、会社のマークも入っているわけ、全く同じな

わけ。だから、どう見たってこれ勝手につくった名刺だとは思えないんですよこれは。この

2 枚はね。どこで印刷したのですか、これ。だから私は、どうもその勝手に名乗っていたと

か、勝手につくっていた、勝手に名乗っていたということは勝手につくったということでし

ょう。固有名詞は何だと聞くと、所長というだけで固有名詞も出てこない。こんなおかしな

話はないですよ。どこで印刷しているのか、これ。私は、裏側を見ると、私たちの基本理念

はお客様第一の心さまざまな空間に安心と満足を提供します、事業内容ってこうずっと書

いてあって、東京本社とか関西支店だとか九州支店だとか書いていますよ、裏側に、両方と

も。勝手につくった名刺とは思えませんよ、これは。会社の規格に、名刺はこういうふうに

つくりなさいと規格がきちんとあって、それに基づいてつくった名刺としか思えないです

よ、この 2 枚は。だから私は、勝手に名乗って勝手につくった名刺とは違うんじゃないか

というふうに思うのですけれども。いかがですか。 

○鈴木保健福祉部長 

委員はどのようにお考えになるかちょっとわかりませんが、私どもとしては 3 月 3 日に担

当者を呼んで、その場で上司とともに聞いたというふうなことでお答えをしておりますの

で、それ以上のお答えはできかねると思います。 

○藤原委員 

ちょっと調べてくださいよ。そういうのが明らかにならないで、名刺にその多賀城営業所と

書いて、なんだ仮設にあるのかと聞いたら、いやいや違いました事業所はありませんでした、

名刺も間違っていました。それはね、信用してくださいというってそれが無理ですよ。しか

も、統一した形式の名刺ですからね。だからこの名刺、あなたは勝手に名乗って勝手につく

った名刺だと言っているけれど、会社は知らなかったと言っているけれど、この名刺は一体

どこで印刷したのか。きちんと調べてもらえませんか。私は勝手につくったのではないと思

いますよ、この様式見ると。だから、その彼の本当の肩書は何なのか。それからもう一つは、

この名刺は一体どこで印刷したのか。それをちょっときちんと調べて報告してほしいので

すけれど。でないと、営業所ありませんでした、営業活動もしていません、では済まないで

すよこれは。さっきの 2 点、きちんと調べて報告してください。 

○鈴木保健福祉部長 

それでは、後ほど確認をしまして報告させていただきたいと思います。 

○根本委員 

きょう出された資料の 4 ページ、5 ページです。基本的にまず確認をしておきたいのです

が、この管理運営事業費というのは一般財源の持ち出しはなくて国費であるという認識で

よろしいですか。 



○鈴木保健福祉部長 

はい、そのとおりでございます。 

○根本委員 

この 6 ページに、仕様書の目的が書いております。1 番、安否確認と健康管理の二つのテ

ーマを掲げ、居住者の安心・安全に係るさまざまな施策を効果的・効率的に展開し、居住者

の自立を支援することを目的とする、とこうありますね。あくまでも被災者に寄り添って、

そしてより以上を充実させて管理を行っていきますよということなのですよ。そういう、よ

り被災者に寄り添って充実をさせるというのが、これが非常に大事なことなのですね、この

仮設の運営に関してね。それなのに、当初見積もりの 26 人体制が、見直し後 22 人体制に

した。4 人も人を減らしているのですね。これで市が考える充実した被災者に寄り添った、

そういう運営ができるのかどうかという問題なのですよ。金額にとらわれている部分あり

ますけれども、国費ですから。多賀城市の行政は被災者だけ思えばいいんですよ。そっちの

方を向いていますか、あなたは。この 4 人減らしているでしょう。これで本当に充実した

運営ができるのですか。そこですよ、問題は。入居者が一番望んでいるのは、そこなんです

よ。本当に私たちの面倒を見てありがたい、これからもそうしてほしい、何でも相談したい。

こういう体制が充実できているかどうかが問題なのです。私は心配しているのですけれど、

どうですか。 

○鈴木保健福祉部長 

4 月以降の運営方法、見守りの仕方、そういったことについては拠点を西部、東部に 1 カ

所ずつ置くというふうなことの変更をしたことによって、4 人の削減が可能になったとい

うふうなことでございますが。業務の中身につきましては、今年度より以上に内容を点検し

て、市民の方々の安全・安心を守るために業務の見直しを行っておりますので、これまで以

上にサポートできるものというふうに考えております。 

○根本委員 

4 人を減らして、これ以上のサポートができるという確信を持っているのですか。本当に大

丈夫ですか、これ非常に大事な問題なので、これが 1 年間続くわけですから、その辺をも

う一度お聞きしますけれども本当に運営は大丈夫かという問題です。 

○鈴木保健福祉部長 

これまでと同等またはそれ以上のサービスの提供に努めてまいりたいというふうな仕様書

の見直しでございますので、大丈夫だというふうに考えております。 

○根本委員 

例えばこのまま進んだとしても、年度途中でですよ、被災者の皆様にどうしても足りない部

分があるとかそういうところがあった場合には、即座に見直しをするなり、よく協議をして

あくまでも被災者に寄り添うということで推し進めていただきたいと、こう思うのです。や

っぱりその管理、運営するのに金額ももちろんそれは国費でも大事でしょう、ただ問題はや

っぱり被災者にどれだけ寄り添えることができるかという、充実させることができるかと



いう、この視点を欠いてしまったならば何のための管理運営業務だかわからなくなります

ので、その辺は部長として、責任者としてきちっと抑えて推進をしていただければとこのよ

うに思います。 

それから、山王市営住宅関係でいろいろ問題がございました。6 カ所運営をお願いしている

わけでございますけれども、今までの共立でいいかどうかという重要な判断は、やはり一つ

は意向、入居者の意向というものは私は大変重要であろうとこのように思うのですね。これ

は当然だと思うのです。それで、山王以外の方でぜひともあそこをやめさせてほしいと、共

立メンテナンスをね、そういう苦情なりあるいは要望なりそういうものがほかの方々から

届いた経緯というのはあるのですか。参考までにお聞きします。 

○鈴木保健福祉部長 

事業所の選定に当たっての要望書というふうなものについては、文書等ではいただいてお

りません。 

○根本委員 

電話等ではいかがですか。 

○鈴木保健福祉部長 

電話、ファクス、その他でもいただいておりません。ただ私どものアンケートをとった際に

本当に少数ではありますが、そういう回答をなさっている方がいたのも事実でございます

けれども、その他のことで市当局の方にお寄せいただいているようなものは存在しません。 

○根本委員 

それからこの震災絡みで、大変な被害をこうむられた方がおりまして、特に障害者施設のさ

くらんぼとか被害に遭いました。公の施設に、その民間の法人なり業者なり、市と密接にか

かわるそういう関連業者というかな、そういうところで一時的にでも市は応援したことは

ないのですか。 

○鈴木保健福祉部長 

太陽の家その他公共施設、太陽の家とそれからヘルスプラザを一時的にお貸ししたという

ふうな経過はございます。 

○根本委員 

このたびの震災で、さくらんぼなどはヘルスプラザに一時的に市の方にお願いをして、公の

施設に事務所を置いたという経緯がございますね。これは通常なら考えられない、そういう

ことでございますけれども、震災の場合はそういうこともあるということですから。問題は

ですね、営業所とこうなっていましたね。私は、ほかの営業活動をしているかどうかが問題

だと私は思っていたのですね。部長はそういう営業活動はしていないということですけれ

ども、そのことだけもう一度確認します。6 カ所の管理運営業務以外の営業活動は一切して

いないと、こういう理解でよろしいですか。 

○鈴木保健福祉部長 

聞き取り調査及び現地の確認で、それはそのとおりでございます。 



○根本委員 

はい。 

○松村委員 

確認でございますが、この資料の最後の 10 ページ。緊急連絡体制（24 時間）の整備とい

うところなのですけれども、仮設住宅自治会あと市担当及び該当業務受託業者と連絡網を

設け 24 時間にわたる緊急時連絡体制を設けることにするということ、この件なのですが。

これは今回市に対して連絡が、発見されてから見つかるのも遅かったこともさることなが

ら、市に対しての連絡が遅かったということからこういうことを多分決めたのだと思いま

すけれども。ここで自治会というのは、全仮設にないわけですけれども、その場合は下の図

を見るとサークル活動によるってこう書いてありますけれども、結局自治会がないところ

はそこのサークル活動をやっていらっしゃるどなたかに頼んで、その連絡体制を緊急時 24

時間体制で何かそこで夜中とかに事件、事故が起きた場合は連絡をもらうという体制にし

ているということでよろしいのですか。 

○鈴木保健福祉部長 

はい、現段階ではそのような形で個別にそういうサークルの団体の方であるとか、常々集会

所等で活動なさっている方々に直接私どももお願いをしまして、何かあったら私どもの職

員にも連絡をいただきたいということで、今は個別なお願いで対応させていただいていま

すが、4 月以降についてはそういった組織を市職員が出向いて立ち上げてきちんとしたネ

ットワークの体制を築いていきたいというふうに考えています。ただそれは 4 月以降とい

うことで、今現段階では個人的にお願いをしているという状況で対応させていただいてお

ります。 

○竹谷委員 

28 日付の読売新聞で、多賀城に工業デザイナー団体が 8 台のミシンを寄贈したというこ

とで記事ありましたけれども。これは、承知しておりますか。 

○紺野保健福祉部次長(兼)社会福祉課長 

申しわけございません、承知はしておりませんでした。 

○竹谷委員 

読売新聞にでかでかと載っているんだよ。私はなぜこれを聞くことにしているか。こういう

ものをもらったの承知していない。ではどこで管理してどうやるんだというの。新聞にはい

いこと書いてあったよ。昔そういうのをやっておったので説明書見て一生懸命やって、憩い

のいろいろ集団でこういうものをやれるのはいいとか。支援物資でもらったすその長いそ

ういうものを直してもらえるようになったとかって、わかっていないの。わかっていないで

だれが管理するのですか。 

○紺野保健福祉部次長(兼)社会福祉課長 

申しわけございません。正確にお話し申し上げますと、読売新聞にこのミシンが多賀城市の

方に贈られたというその読売新聞の記事については承知してございます。ただ私がわから



なかったと申し上げたのは、通常は基本的にはその社会福祉協議会の方の復興支えあいセ

ンターの方で、そういったイベントものとか、あるいはそういったその物資の支援の申し出

とかというのは一元管理基本的にはやっておるのですが、その内容は私どもの方にも一覧

表的には来るのです。来るのですが、私自身が目を通してはおったのだと思いますが、ちょ

っと覚えていないという部分でのちょっと承知しておりませんという回答でございました。

おわび申し上げます。 

○竹谷委員 

この仕様書にはコミュニティーのことを書いてありますよね。市が主体性を持って委託業

者にこういうものを、住民ですね委託業者というのは、自治会が住民としっかりとこういう

ものを活用したコミュニティー組織をつくってやるというのも、あなたの仕事じゃないで

すか。それ委託業者の仕事なのですか。信じられないんだな。前いろいろ藤原委員の方から

も出ておったものの蒸し返しになるから申し上げませんけれども。少なくともそういうも

のは、触れ合いセンターであろうと、支えあいであろうと何であろうと、市が全部管理、監

督、財産の管理は目を通しておかなければいけないのではないですか。どこから何を送られ

て、どういうふうに処理されているのか。私はこれを見たから、ああこれを機会に今回のや

つでじゃあコミュニティーはこういうものを一つの中心として集会所を活用して大いにコ

ミュニティーに活用していくんだという答弁あるものだと思って期待しておったのですけ

れども。それじゃあちょっとおかしいですよね。先ほど来から言われて、丸投げだと言われ

てもしょうがない。私はおかしいと思いますよ。だからいろいろな問題が出ちゃうんですよ。

委託業者が暴走していくんですよ。そういうものをきちっと仕様書に基づいて点検、指導す

るのはどこなんですか。どこの部署なんですか。はっきりおっしゃってください、現状の組

織どこですか。 

○鈴木保健福祉部長 

現状の組織としては社会福祉課、いわゆる保健福祉部社会福祉課が担当しているというふ

うなことでございます。ただ、今委員のお話でございますが、いろんなところからですね、

実はいろんな支援物資が、それこそ何十、何百という支援物資が来ます。たまたま市庁舎、

東庁舎の東玄関のところに、いつも山積みにされているのですが、例えばランの花が来たり、

石けんが来たり、さまざまなものが全国各地から送られてきています。そういったものは一

覧表として整理はさせていただいておりますが、大変申しわけないのですが、いつどこから

何が何個来てそれがどういうふうに現場の方で活用されているかというふうなことについ

ては、もううちの方の担当の方が共立なり社会福祉協議会の支えあいセンターの職員など

といろいろお話をしながら、例えばランの花であれば今集会場にはランの花があります。こ

の前、6 カ所に大きなランの花だったのですが、私もたまたまそれを見たものですから、お

いこれどうするんだと言ったら集会所に置くんです、いただいたものですと、日本ラン協会

からいただいたものですというふうな、そういったものが日々繰り返されて行われている

というのが現状でございますので、よほど大きな、大々的なもの、災害当時例えば 11 トン



車のトラックで太宰府から着きましたとかということであれば、それは記憶に残ったりも

するのでしょうけれども、日々行われている業務等についてはなかなか担当課長も記憶に

なかったことというふうなことでございますので、御理解をいただければというふうに思

います。 

○竹谷委員 

あのね、部長ね、そういう答弁はすると思うんだ。私は、もし問題起きたら、どこのだれの

責任なるの。少なくとも、新聞紙上にあがったぐらいのものはきちっと把握して、こういう

ぐあいに管理をして、こういうのを活用して、こういうぐあいに使用していくんだと、そう

いうものを整理しておかなければいけないと思いますよ。一方では新聞にも公表されて、一

方では当局がわからなかったなんていうのだから、これはどういうことなんだろうねとい

うことになるんじゃないですか。どうですか。 

○鈴木保健福祉部長 

そうですね、新聞紙上等で掲載されたもの等に限らず、できる限りそういった詳細に目を通

して市民の方々に今どのような形で提供されているのか、目配り、気配りをしていきたいと

いうふうに思います。 

○竹谷委員 

そういうものは市政だよりに載せてもいいですから、こうだなと思うやつはやっぱり市民

にもお知らせして、こういう御支援が来ているんだと、やっぱりいただいたところに市民全

体が感謝の気持ちを持っていくんだという、その態勢が大事なのではないですか。災害した

からそういうの来るのが当たり前だという感覚になったら困るよ。我々もいろいろありま

すよ、やっぱりそれは感謝の気持ちを持ってやっていかないとまずいと思うので、もうちょ

っと管理をきちっとして市政だよりでもいいですから 1 カ月に一遍報告をするとか、そう

いうことをきちっとやってくださいよ。いかがですか。 

○鈴木保健福祉部長 

大小さまざまありますけれども、一つはホームページの方では物品なり金銭をいただいた

方については定期的に書きかえをしまして、お名前の方は掲載をさせていただいていると

ころでございますけれども、市民の方々にぜひお知らせした方がいいというふうなものの

物品の提供とかがありましたらぜひそういったことも検討させていただきたいというふう

に思います。 

○竹谷委員 

そういうものは活用して、仮設住宅におられる方も含めて市民がみんなでそういう団体に

対して感謝の心を持つような、これこそ市民協働、それこそお互いの福祉の共有になるんじ

ゃないですか。市長の施政方針でも出ていますけれども、そういうところが市長の施政方針

のねらいじゃないかなと私は思っているのですけれども。そういうことを受けないでただ

やっているのでは問題があると思います。もうちょっときちっと、受けるものは受ける。市

民に公表するものはして、やっていくというのは大事だと思います。 



それから、別なところでやろうと思っていたやつ。災害に付随するのでお聞きしたいのです

けれども。仮設住宅入居者の児童が相当いますね。どこで把握しているの、教育委員会かい。 

○佐々木学校教育課長 

ちょっとすみません、今資料を開きますので。昨年 4 月以降から定期的に学校にお願いし

ましてやっております最新で申し上げますと、24 年の 2 月 1 日現在で仮設住宅の児童生

徒ですが七ヶ浜に 1 人いますので、それを合わせますと 38 名の小中学生が仮設住宅から

通学していることは把握しております。 

○竹谷委員 

じゃあこの資料古いんだ。仮設住宅 38 名ね。民間借り上げは。そこ抜けているでしょう、

まだ。 

○佐々木学校教育課長 

これは学校からの聞き取りでございますが、民間借り上げにつきましては 2 月 1 日現在で

市内市外合わせまして 110 名の小中学生が通学しております。 

○竹谷委員 

全体でさ、市内市外合わせて 172 名ぐらいになっているのではないですか。 

○佐々木学校教育課長 

仮設住宅、民間借り上げ並びに親戚など含めますと、親戚などの家から通っている子が市内

外で 24 名、合計しますと仮設、民間借り上げ、親戚等を含めまして市内 157 名、市外 15

名、合わせて 172 名、議員御指摘の数字かと思います。 

○竹谷委員 

なぜこれを聞いたかというと、さっき絡めて委託費あれでしょ、緊急雇用創出事業で委託費

だとこのスキームを使えると言ったのですよね。この通学者はどういうふうな形態で通学

しますか。学区内、もともとの学区内にどれだけ、学区外に何人いて、そしてその通学体系

はどうなっているのか、多分そこで言っても、すぐ出ますか。出なかったら後でいいですか

ら、資料もらえば。 

○佐々木学校教育課長 

詳細の資料はまだですが、私の方で把握しておりますのは 172 名のうち、自転車通学が 1

名これは中学生でございます。JR の公共機関が中学生 2 名、それから保護者の送迎、これ

は保護者がつき添って徒歩で来ている、あるいは車での送迎等があるかと思うのですが、小

学校が 45 名、中学校が 4 名で計 49 名、そのほか 120 名は学区内あるいは学区外からの

徒歩通学ということは把握しております。詳しい学区内、学区外についてはまた精査をして

いきたいと思います。 

○竹谷委員 

これは福祉部とも共有すると思うのですけれども、これらの児童に対する学区内ならいい

ですけれども、学区外の通学は義務教育でこういう震災ですから、市である程度足を確保し

てやらなければいけないのではないですか。そう思うのだけれども、どうなるの。これどっ



ち。そっちなの、こっちなの。 

○佐々木学校教育課長 

当課としましても遠距離から来ている子供たちについては、何らかの支援が必要かという

ことは考えておりましたが、学校が昨年 4 月 21 日から始まってから第 1 学期夏休みまで

の間におきましては、NGO 団体の支援を受けまして主に仮設に住んでいる子供に対してタ

クシーによる送迎を実施したわけでございますが、2 学期以降につきましては NGO の方

からの支援の打ち切り、さらには子供の自立なども勘案しました結果、また支援となります

と公平性の部分もありますものですからなかなか全員対処が難しいということで、そうい

った部分は 1 学期間までの一部の支援にとどまっておったとこでは事実でございます。 

○竹谷委員 

だからさ、この資金活用できるのは今回やった委託費でさ、通勤バスでもいいから委託費で

さ、委託すればいいんじゃないの。どうなの。何でそういう資金活用しないの。ここどこ。

何でそういう資金活用しないの。先ほど来から見積もった、それを使う委託費ならいいんだ、

いいんだって言っているんだから。であれば通勤バスを、あの通学の専用交通手段を委託す

ればいいんじゃないですか。委託すれば 10 分の 10 出るんじゃないですか、国から。そう

いう制度を活動できないのですか。研究したことあるの。 

○鈴木保健福祉部長 

ちょっと今、初めてそういうお話だったので、実際研究したことあるかと言われれば、私は

ちょっとございません。早急に緊急雇用創出事業の中身ということで検討させていただき

たいと思いますが、担当している課ではわかりますか。わからない。それはちょっと検討さ

せていただきたいというふうに思います。 

○竹谷委員 

だからさ 1 年経ったんだよ、もう。1 学期はそうやって NGO でやった、2 学期は何もや

っていない。そういうものを制度を活用してどうあるべきかを議論もしていない。学校は義

務教育でしょう。義務教育を子供たちに安心して与えていくというのが多賀城市の責任じ

ゃないのですか、違いますか。教育長、そうじゃないですか。 

○大森副教育長(兼)教育総務課長 

今、委員お話しのとおりかと思います。ただその、そういう制度については一切検討してい

なかったのは事実でございますので、詳細については今後考えさせていただきたいと思い

ます。 

○竹谷委員 

まあこれ言ってもしょうがないけれども。福祉部長ね、あなた前任は教育委員会だよ。申し

わけないけれども、ここまで言おうとは思っていなかったけれど、前任は教育委員会だよ、

あなた。福祉部に入ったらさ、福祉の観点から生徒児童をどういうぐあいにしてやっていく

んだということを、横の連絡をとったらいいんじゃないですか。そしてあなた、この資金が

活用できるとするなら活用してやるということだって研究することが大事じゃないですか。



使えないなら何か使うものはないか、研究するのが義務教育としてやっている学校の経営

としては当然考えるべき問題じゃないですか。そう思わないですか。市長どうですか、そう

思いませんか。私が今提案しているようなこと、研究をするようなことを、どうですか。市

長が、そうだ、やれ、となればみんなやるから市長どうですか。 

○菊地市長 

ちょっと非常にいいことを指摘していただいたのかなというふうに思っております。やれ

るものであれば、当然やってもらいたい。 

○竹谷委員 

ぜひ早急に指示をして、研究をさせていただいて、こういう方々に父兄の送迎をやるのでは

なく、市みずから何らかの形で手当てをしていく方法はないか検討を進めて、すばらしい答

えを出していただきたいということを、これ以上話してもしょうがないですからそういう

ことをお願いしておきます。いいですね、できるだけ早く新学期始まる前にきちっと体制を

組んでください。お願いします。 

○佐藤委員 

またすみません、仮設の問題に移ります。国費であれ市費であれ、7,500 万円ものお金を

使うわけですから、果たして随意契約でいいのかどうかということも含めて私たちは今精

査しているわけで、24 年度からの事業のありようについて精査をしているというふうに思

います。その中で、まだちゃんと精査し切れない部分で、東日本大震災実態把握アンケート

という共立メンテナンスのアンケートがされました。何回もこの場所でも言っていますけ

れども、大変不適切な中身を持ったアンケートでございまして、皆さん方がしたアンケート

の、当局みずからしたアンケートのところにもうんと答えを回収をせかされたというよう

なアンケートの回答もありましたけれども。このことに関して、どういう回答があってどの

ようになったのかということが私どもには、この会社でやったわけですけれどもこれをど

のように使おうと思ったのか、というところを改めてお聞きしたいのですけれども、いかが

ですか。 

○鈴木保健福祉部長 

共立メンテナンスは、いわゆるその社会的責任というふうなことで、今後その仮設住宅を運

営していく際のいろんなデータにしたいというふうなことがアンケートの趣旨だったと思

います。委員御指摘のとおり、そういう目的にそぐわない質問項目もあったのではないかと

いうふうなことも指摘されまして、我々としましてもその辺詳細まで確認できなかったこ

とについては、これまで御説明をしてきたとおりでございます。現在、大筋で大体アンケー

トの内容がまとまって、私の手元にはたしか先週ぐらいにちょっと届いていたかと思いま

すが、この件については東日本大震災調査特別委員会の方でも改めて事務局を通して報告

をしていきたいというふうなことでお話をしていたかというふうに思いますけれども、今

後事務局を通して間もなく委員の皆様のお手元に配付できるようなところの入り口まで来

たかなというふうなことで御報告をさせていただきたいと思います。 



○佐藤委員 

私たちがなかなか不愉快だけれども興味ある中身でありまして、どういう回答が寄せられ

たのかなという興味と関心はありますけれども、これをどのように使うかによって多賀城

市のありようもすごく問われてくるというふうに思うのですね。そのときに、このアンケー

トをしたらアンケートをしていただいた方には、回答をすべてお返しをするというのが通

常一般的なありようなのですが、それはするのですか。 

○鈴木保健福祉部長 

それもいろいろお話をしていまして、実はアンケートの私の手元に届いているのも相当の

ページ数になるというふうなこともありまして、単純集計結果は速報版みたいな形でお配

りするというふうな方法もございますし、それから集会所に何部か備えつけて閲覧をして

いただくという、そういうフィードバックの仕方もあるということで、今その辺のフィード

バックのあり方については事務局と共立メンテナンスの方と今現在協議をしているところ

です。その件についても、議会の事務局の方とも御相談を申し上げて方針を決めていきたい

と、このように考えております。 

○佐藤委員 

きちんとアンケートの中身に即した内容でお返しをできないと、一生懸命大変な中書いて

いただいた方に失礼なことに当たるというふうに思うのです。ぜひ書いてくれた方たちも

興味を持っているというふうに思いますので、そういう点ではきちんとお返しをして、どの

ように役に立てるのかというあたりも市ではきちんと見ておかなければならないというふ

うに思います。いずれにしても何をやっても、とにかく最終責任は多賀城市にかぶさってく

るということを、どこの会社が請け負ってでもですよ、しっかり確認をしていかなければな

らないなというふうに思います。実態把握アンケートの方は、ぜひ私どもにも見せてくださ

い。 

○戸津川委員 

生活保護のことで 1 点お伺いします。73 ページです。実は本市ではないのですけれども、

近隣の市町村でこういう事例をお聞きしました。実は、水道や電気がとめられてしばらくに

なるのだけれども、そのことがなかなかつかめない状態で、生活保護に結びつかないで孤立

死まではそこはいかなかったみたいで、その寸前で援助の手が差し伸べられたようなので

すけれども。本市においては、その水道や電気がとめられた状態の世帯があるのかないのか、

またあった場合はどのようなその後のフォローをしているのかということを 1 点お聞きし

ます。 

そしてもう一つ、これはマスコミなどで報道されましてお母さんが、関東の方だったと思う

のですが、お母さんが病死されて障害を持ったお子さんが助けを呼べなくてそのまま餓死

してしまったという事件がございました。そのことに関連して、例えばこの前もちょっと心

配でお聞きしたのですが、障害を持った方との連絡が例えばとれなくなったときとか、そう

いうときに大事だと思うのですけれども、そういう何か今までと、今まで 1 週間に 1 回来



ていたのが例えば来なくなったとか、1 カ月に 1 回養成に来ていたのだけれども来なくな

った人がいるようなとき、市としてどんなその手だてをしているのか。その 2 点をお伺い

をいたします。 

○紺野保健福祉部次長(兼)社会福祉課長 

1 番目の水道の給水停止等があった際、そういう事例が本市にあるのかというのと、あった

場合の対応をどうするのかという、そういうような御質問だったと思うのですけれども。私

が今まで聞いた話では、生活保護のケースで給水停止というようなことでなったという話

は聞いておりません。万が一、給水停止というような形が事実上あるとすれば、市の水道等

の方から相応の連絡がこちらの方に入るはずでございます。それが入った時点でケースワ

ーカーが行くということもございますし。それからちょっと言い方が妥当かどうかあれで

すけれども、ケースワーカー自体は持っている被保護者の方のケースに応じて一応 5 段階

で訪問頻度を分けておりまして、特にその指導や見守りが必要だなというような方につい

ては最低月 1 回は指導することは、訪問をしていろいろお話しさせていただいてというよ

うなそういう生活指導みたいなことをやってございますので、そういう中で戸津川委員が

おっしゃるような、例えば話がわかればその時点で相応の対応はさせていただいておりま

す。 

次に、身体障害者の世帯の方ということになりますけれども。こちらにつきましては、ケー

スワーカーのような形で職員がついているということではございませんので、一般論から

言えばその民生委員とか、そういった地域のお世話役の方に見守っていただくというよう

な形になるのかなと。もちろん障害をお持ちの方で、なおかつ生活保護の被保護者世帯とい

う方もいらっしゃいますので、そういう方については両方でフィルターがかかるというこ

とになりますけれども、そうでないという単に障害をお持ちであるということだけの場合

は民生委員の方の見守り等が中心になるのかなというふうに思います。以上でございます。 

○戸津川委員 

ぜひよろしくお願いしたいと思います。惨状が起きてしまってからでは本当に命の問題で

すので、よろしくお願いします。1 点、電気がとまったときにはどんな対応があるのでしょ

うか。 

○紺野保健福祉部次長(兼)社会福祉課長 

電気も水道も基本的には対応は同じでございます。生活保護ということだけで言えば、今お

話ししましたように頻度の高い方で月 1 回ということになりますので、そういう際に訪問

指導をさせていただいたときにいろんな相談をお受けしたり、そういう兆候があればその

時点でそれなりの対応を相手の方と相談しながらやっていくということになろうかと思い

ます。 

○戸津川委員 

ぜひよろしくお願いしたいのですが。障害がある方については民生委員が見守るというこ

とが基本になるというお話でしたけれども、それでいいのかもしれないですけれども、やは



りその民生委員に対してこちらからこういうことがちょっと来ないんだけれどとか、ちょ

っと様子見てくれないかとか、そんな連絡はとっているんだとは思いますけれども、ぜひ私

はその孤独死ならぬ孤立死ということが今マスコミで話題になっているのが大変気になり

ます。社会からもう孤立してしまったような状態で亡くなっているということがないよう

に、しっかりと行政の役割を果たしていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいた

します。以上です。 

○金野委員長 

栁原委員、まだその他質問のある方。はい、ここでお昼の休憩といたします。 

再開は午後 1 時。 

午前 11 時 58 分 休憩 

 

午後 1 時 00 分 開議 

○金野委員長 

全員おそろいですので、再開いたします。 

最初に、保健福祉部長から求められておりますので許可いたします。 

○鈴木保健福祉部長 

先ほど、藤原委員の方から名刺の件について 2 点質問されていたことについてお答えさせ

ていただきます。 

まず、肩書というふうなことでございますが。多賀城市仮設住宅管理運営業務担当所長。繰

り返します、多賀城市仮設住宅管理運営業務担当所長ということでございましたが、これは

本人が営業所長として発注したということです。それから印刷した会社でございますが、こ

れは全国に複数あるということで社内様式を用いまして株式会社ザ・名刺工場に本人が発

注したそうでございます。以上です。 

○藤原委員 

信用するほかないのだけれど、営業所長と間違えるような肩書ではないね、さっきの肩書は

ね。いつできたかわからないけれど、まず伺っておきます。 

○栁原委員 

業務委託について 1 点お伺いします。 

業務委託した場合その会社にも守秘義務というのは発生するのでしょうか。 

○鈴木保健福祉部長 

当然、委託契約書の中に多賀城市の個人情報取り扱いの関係の守秘義務の資料が添付され

ておりますので、当然守秘義務は発生するものというふうに考えております。 

○栁原委員 

午前中の討論で佐藤惠子委員の方から、仮設住宅の実態アンケートの話が出されましたけ

れども、これを拝見させていただきますとお名前とか施設名、部屋番号あるいは氏名、続柄、

年齢、持病など、こういった大変重要な個人情報がたくさん記載されております。この取り



扱いも当然個人情報保護法に基づいてなされるものと思いますが、先ほどの部長の答弁で

すとこのアンケートの結果を市議会の方にもフィードバックしていきたいというような答

弁もございましたが。まずこの管理会社が独自に行ったこのアンケートですね、この個人情

報がたくさん含まれているアンケートを市の当局の方にそのまま提出する、それ自体が個

人情報保護法に抵触する疑いがあるのではないかと思うのですが、その点はどのように理

解していますでしょうか。 

○鈴木保健福祉部長 

今回事業所が行った、共立メンテナンスが行ったアンケートについては、仮設住宅に居住さ

れている方々に対するアンケートというふうなことでとらえておりますので、委託を発注

している多賀城市としましてはそれらの情報を共有するということで報告をこちらの方に

求めております。したがいまして、それは個人情報の漏えいということではないというふう

に考えております。 

○栁原委員 

このアンケートを書いてしまったということで大変後悔していた住民の方からお話を聞く

機会があったのですけれども。こういう名前や家族構成やそういう病歴まで書いてしまっ

て、それがこの先どのように使われてしまうのだろうか、書いて大変後悔したという方がい

らっしゃいました。私はこの共立メンテナンスという会社が、これまでの討論聞いていまし

て、担当者が独自の判断で例えば営業所の所長と名乗ってみたり、そういうようなことがで

きるようなこういう会社が本当にこういう貴重な個人情報を入手した場合、それを多分こ

の先ほどの名刺をつくられた方は自分では営業所の所長だというふうに思い込んでいたの

ではないかと、だからこそそういう名前を営業所長と入れてしまったのではないか、そうい

うことから考えますとこのアンケートも営業活動の一環としてやったのではないかと、そ

ういう疑いも出てまいります。ですから、こういう会社にこの業務を委託された場合、個人

情報が保護される担保があるのかどうかと、その点はいかがでしょうか。 

○鈴木保健福祉部長 

今回共立メンテナンスでとったアンケートにつきましては、全面的に私どもが関与しまし

て、そのアンケートの公表の仕方、処理の仕方、それについては今打ち合わせを行っている

ところであり、また先ほども申し上げましたけれども公表の中身、アンケートの結果につい

ては議会を通じまして今後のその公表のあり方についても協議させていただこうというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○栁原委員 

このアンケートの中身を議会に公表するということ自体も、このアンケートを書いてくれ

た市民からすると、それが公に公表されるというのは個人情報保護法から見て問題はない

のでしょうか。 

○鈴木保健福祉部長 

これまでもたびたびお話ししているかと思いますけれども、いわゆるその個人情報が含ま



れている情報につきましては、これは当然私どもでマーキングをしてお出しをするという

ふうなことになろうかというふうに思います。 

○深谷委員 

五次総合計画実施計画の 48 ページ、資料 6 で言うと何ページだったか忘れてしまいまし

た、すみません。被災者健康支援プロジェクト事業ですね。先ほど来、その仮設住宅の問題

いろいろ初め、仮設に入居している方の孤独死というところが話題になっておりますが、そ

れぞれ多賀城市内には個人一人で住まわれていて、それこそ周りとの関係もないような

方々も結構いらっしゃるかなというふうに思うので、そういったところに目を向けるのが

この被災者健康支援プロジェクト事業なのかなと。その前段の心のケア看護事業というの

が一応仮設、借り上げ等の話なので、この被災者健康支援プロジェクト事業の方でお伺いし

たいのですが。 

○金野委員長 

深谷委員、これ 4 款に入ると思うのですが、そのときの質疑ではだめですか。そのときト

ップで指名しますので。 

○深谷委員 

ごめんなさい、すみません。83 ページ、4 款ですね。はい、そのときに。 

○根本委員 

資料 6 の 21 ページ。地域交通ネットワーク構築事業の中で、西部線のお話がございまし

た。4 月 1 日からバスもかえて 8 便で運行するということで、充実を図って運行していた

だくということで評価をしたいと思います。そこで、やはりそのバスもどういうバスにする

かということが問題だと思うのです。今までの西部路線のバスは普通のバスでしたね、小型

の。やはりその高齢者の方が多い、特に仮設住宅にはひとり暮らしの高齢者の方が非常に多

いということで、実はバスに乗るのにステップが大変だというお年寄りの方がいました。そ

ういう意味では、バスを低床にするそういうバスになるのか。それが一つ。 

それから、特に仮設住宅前の停留所、バス停ですね。そこにどうしてもお年寄りの方という

のは、1 時のバス時間だと 15 分ぐらい前から行くのですね。心配なために。そうすると座

るベンチが欲しいというお話がありまして、よくよく見たら山王の仮設と高橋の仮設に置

けるだろうと。城南は置けないこともないんじゃないかとは思いますが、その辺なるべく高

齢者の方が利用する仮設を中心に置けるようなところに、そのベンチ座ってバスを待つこ

とができるようなその設備を整えることができるかどうか。これが二つ目。 

それから三つ目なのですけれども、障害者の方、あるいは高齢者の方、特に 70 歳以上を、

仙台市では無料乗車証とかそういうのを発行して高齢者や障害者の方の社会参加を促して

いるという施策をやっていますね。多賀城市では今度 100 円ということですけれども、や

はりその家にこもらないで外出を促すという意味では、どんどんバスを利用して買い物や

あるいは友人宅に行ってもらいたいというそういう施策も非常に大事だと、こう思うので

す。だからそういう意味では、そういう障害者の方、あるいは高齢者の方を無料乗車証を発



行するとかそういう検討をなされているのか。この三つをお伺いします。 

○木村市長公室長補佐（行政経営担当） 

まず第 1 点目、低床バスということについてですけれども、今回予定しているバスにつき

ましてはバリアフリー型で低床タイプになります。逆にバスのボディが少し下がるような

格好の車両になっておりますので、この辺は御安心いただけるかなと思います。 

2 点目、ベンチの件ですけれども。以前もたしか万葉号とかいろんな場面で何回か御意見い

ただいていると思うのですけれども、道路法の関係、道路法とかいろんな道路の幅とか歩道

の幅ですね、このくらい最低確保しなきゃないという制限があります。ですからそういった

部分がクリアできるのかどうかというのが第 1 点、その場所にとってそれを検討した上で

対応できるものについてはどういった対応の方法、役所でつけるのかもしくは地域の方々

でちょっと管理とかも御協力いただけるのかとか、そういった部分も検討しながらやって

いければなと思っております。 

3 点目、障害者、高齢者についてですが。障害者につきましては、半額の料金ということで

考えております。障害者手帳等をお持ちの方です。高齢者の分については、現在のところ料

金設定が非常に安価ですので 100 円ということで考えております。以上です。 

○根本委員 

障害者の方はそうすると 50 円ということになるのですね。50 円でもいいのですけれど

も、高齢者の方も含めて障害者の方も無料にはできないのかどうか。ゆっくり検討してくだ

さい。 

それからベンチの件は、私山王と高橋って挙げたのですけれど、ちょうど置けるような場所

なのですね。ですからそういう今おっしゃったように、置けるようなところにはお願いをし

たいと、こう思います。 

それからバスの名称、今西部路線バスですよね。4 月からは考えていますか。 

○木村市長公室長補佐（行政経営担当） 

現在の多賀城西部線ということで運行させていただいていますが、一応同じ名称で現在考

えております。 

○根本委員 

夢がないですね。西部だから西部線だってね、ちょっとね、前の万葉号の方がよっぽど夢が

あって、もう少しネーミングを。4 月 1 日に間に合わなくてもいいですから、ちょっと市

民の皆さんに公募して、そして名前をきちっとつけて、こうなんか夢のある、ああ乗りたい

なと思うような、なんかそういうネーミングを私はやるべきではないかと。西部線はかたい

ですよ、いかがでしょう。 

○木村市長公室長補佐（行政経営担当） 

委員おっしゃるとおり、何か愛称みたいなのがあればいいかなとは思いますけれども。ただ、

今回につきましては 25 年度まで実証運行ということでさせていただく予定としておりま

したので、今いますぐその愛称云々というのは今のところ考えていなかったのですけれど



も、今後についてはその辺も含めて検討させていただきたいと思います。 

○根本委員 

次に、23 ページ。塩釜地区広域行政連絡協議会負担金ということで、これは竹谷委員から

もお話がございまして、消防事務組合、それから環境組合、これを統合して広域行政組合と

して、事務組合として一本化してやるべきではないかというのは、本当にそのとおりでござ

いまして、この議論はもうずっと前からあるわけなんですね。その決着点がなかなか見出せ

ない、こういうことでございまして。それは何なのかと、原因は。それはみんながそう思っ

ているんだけれどなかなかできないというリーダーシップをとる人がいない、これがまず

一つ考えられると思うのですね。議会としては、実は前議長の時代に塩竈の議長からこの件

について一本化を図ろうじゃないかと、議会の議員の皆さんの意見をまとめてほしいとい

うふうに言われて、多賀城市議会の中でも一本化にした方がいいんじゃないかという意見

がまとまっているのですよ。それで塩竈市に報告している。よその議会も来て、まとまらな

かったのが塩竈だけなのですけれども、でもほぼ二市三町はまとまっていると。議会側はで

すね、そういう意向なんです。問題は首長側なんですよ。管理者は塩竈市長なのですね、副

管理者は当市の市長ということで、あと町長ということですが。人口的から見ても、今の状

況からいって管理者は向こうであるものの、やっぱりリーダーシップをとっていくのは、私

はうちの市長だとこう思うのですね。だからぜひともその声を上げて、声を上げてって二市

三町の首長だけだから、ひとつこの連絡協議会の中で、あるいはいろんな話し合いの場でや

ろうじゃないかと。消防本部も本部棟を立派に建てたことだし、そこを拠点として広い意味

でこれからだっていろんな意味で、水道なりあるいは教育委員会なりいろんなことで広域

的に話し合わなければならないそういう課題がいっぱいあるわけですから、そういう中で

しっかりとした枠組みをまずつくってやったらいいんじゃないのかなと、こう思うので。市

長、この意見にいかがでしょうか。 

○菊地市長 

竹谷委員からも同じようなことが言われたものですから、私の方から今月にもありますの

で、集まる機会がございますので議会の方からもこういう意見が出ましたけれどもいかが

ですかということで、話し合う機会いっぱいありますので、ちょっと提案してみたいと思い

ます。 

○根本委員 

議会からも意見があったけど、私もそう思うという意見でひとつ。議会があったからという

ことも一つですけれど、私もそう思うということでひとつよろしくお願いしたいと思いま

す。 

それから、最後に 37 ページ。このたび自動交付機管理事業ということで 1,900 万円ほど

計上されております。これは説明によると、市民会館から大代地区公民館へ自動交付機を持

っていってそこで稼働させるということですね。これは、あれですか。新しいのを 5 年リ

ースか何かで計上したということの理解なのですよね。 



○加川市民課長 

これはですね、この間の補正予算で大代のリースを一括払いということで清算してしまっ

たものですから、今 3 台しかございません。そのうちの文化センターに設置しているもの

を、大代地区公民館の方に移動して経費を節減と、大代地区の住民の方のサービスの維持を

図るという考えでございます。 

○根本委員 

自動交付機は交付機でですね、役所になかなか来られない方、あるいは土日に証明書が欲し

いという方にとっては山王地区公民館なり、あるいは文化センターなり、そしてまた大代地

区公民館で利用させていただいて、非常に利便性が高かったと。恐らくこれの利用率も非常

に上がってきていると私は思うのですね。ただ、以前に質問したことがあるのですけれども、

セブンイレブンでのコンビニでのその証明書の発行も今は可能となっておりますね。そう

いうことから考えると、前回の質問ではそういう導入をしていきたいと課長が明確に答弁

されておりまして、そのための準備も必要だし、経過も踏んでいかなければいけないという

ことになっていると思うのです。課長としては、平成何年ごろに導入しようと考えているの

か。そしてまたどのぐらいの、どのぐらいのというかどういう経過を踏まえて導入しなけれ

ばならないのか、そういうこと何を踏まえて何年度ごろにやっていきたいというふうに思

っているのか、お伺いしたいと思います。 

○加川市民課長 

前にも根本委員から同様の趣旨の質問があり、答えていると思うのですけれども。今、市民

課の窓口では市民カードの普及に力を入れて窓口で市民の皆さんに PR しているわけなの

ですけれども。今現在、1 月末現在で 2 万 3,268 人、普及率が 44.5％という非常に高い

登録しているわけでございます。それをコンビニに切りかえた場合、今現在自動住基ネット

のカードで利用するということになりますので、大変不便なカードが使えないということ

でそういう問題があります。今現在、1,685 人の 2.7％ということで、ほとんどの方が利

用できないという状況があります。この前もちょっとお話ししたのですけれども、今国の方

で国民全員に配付される共通背番号制度のカード、それを利用してできるよという話もち

ょっとうちの方聞いておりますもので、平成 26 年度に配付するとなると今現在の自動交

付機のリース期間 28 年度 11 月 30 日まで、その間にいろいろ検討して次期更新時期か

ら移行できないかというふうに今検討、研究しているところでございます。 

○森委員 

簡潔に 1 点のみお願いしたいと思います。資料 6 の 13 ページのサポセンについてであり

ます。サポセン予算が若干ふえておりまして、ほかがほとんどもう使えない状況なので、サ

ポセン大人気で満室になる状態が結構ありまして、多分その流れをくんでいるのかなとい

うふうに思います。その数字の裏づけでよろしいのでしょうか。 

○片山地域コミュニティ課長 

はい、そのとおりでございます。 



○金野委員長 

森委員。 

○森委員 

先日、ポットが三つだったかな、三つしかなくてほかはみんな使えないというふうなことで、

ぜひポットを備えていただければなというふうに思います。ただ、今回お聞きしたかったの

は、それに伴いましてエレベーターがまずことしだったか来年だったか、震災がなければ計

画の中に入っていたような気がいたします。今回利用者が非常にふえておりまして、多分そ

の声も大きくなったのではないかなと。届いているかどうかはわからないのですが、その辺

の計画はどのようにお考えになっているのかお伺いしたいと思います。 

○片山地域コミュニティ課長 

はい、御指摘のとおり 22 年度に設備の改修工事、エレベーターの設置ですとか、あるいは

増床等についての設計を行いました。予定ですと、23 年度以降にそれを実施に移したいと

いうことだったのですが、3.11 ということもありましてちょっと頓挫しているところでご

ざいます。ただ、ほかのその社会教育施設がダメージを受けたということもありますけれど

も、やはりその震災復興に向けてのいろいろなそういう活動も活発化していますし、そうい

う拠点としても非常にそういうのはやっぱり極めて重要な施設ではないかというふうに考

えておりますので、復興の事業の方にもちょっとエントリーをさせていただいたのですけ

れども、今回は残念ながらそれには外れたというような状況でございます。引き続き、そう

いった形でいろんなそういった財源手当を探していきながら、やはりその市民の皆さんの

利便性を向上していきたいなというふうには考えております。 

○森委員 

多分ニーズはどんどん膨らんでいって、多分、今課長がお話しになったように、早々に予算

に結びつけていければ非常に利用者にとってはありがたいかなと。障害を持たれた方も非

常に利用しやすいと思いますので、ぜひ市長ですかね、優先的に今年度から対応していただ

ければというふうに思います。まず復旧・復興でございますが、復旧・復興の陰で活躍して

いる施設もまずは立派に整えてあげたいというふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。以上でございます。 

○松村委員 

私は森さんと同じで 13 ページでございます。2 点ありましたが、1 点に関しましては、エ

レベーターに関しましては今質問ありましたので、私の方からもぜひ早目に対応していた

だければというふうに思います。その理由は、やはり高齢者が結構利用者が多いということ

がありますので、そういう意味でエレベーターの方の設置よろしくお願いしたいと思いま

す。 

もう 1 点なのですが、被災自治会の町内会再生事業についてお伺いいたします。関係資料

で、こちらの第五次多賀城市総合計画の 101 ページにも書いてあるところでありますけれ

ども。まず、この対象行政区が被災した行政区の中に説明によりますと、桜木、八幡、鶴ヶ



谷地区ごとにというふうに書いてありますけれども、被災自治会というと大代も当然入っ

ていると思いますが、なぜ大代地区が入らなかったのかということが 1 点であります。 

あともう一つ、こちらの関係資料の方に、専門性を有する外部講師を派遣して実施するとい

うふうな内容で書いてありますが、具体的なもう少し詳しい説明をお願いいたします。 

○片山地域コミュニティ課長 

まず、大代地区がなぜ入らないのかということですけれども。大代地区につきましては、平

成 21 年度から住民自治基盤形成プロジェクトいわゆるこみプロと我々呼んでいるのです

けれど、それでずっと取り組んできていまして、よりその大きな単位、大代 5 区を単位に

いろいろな新しい仕組みづくりということで、モデル事業ということで何回も言わせてい

ただいていましたけれども、そういった形で取り組んできておりまして、平成 23 年度につ

きましても事業はちょっと半分しかできなかったのですが、大代だけは継続してやってい

ました。ちょっと 11 月からということだったのですけれどもやっております。公民館のそ

の運営とも相まりまして、地域課題をどのようにその解決を目指していくかということで、

その事業の計画の仕方だったりだとかそういったことの勉強会をしていますので、そちら

の方に大代はやっていると。ちょっともう少し進んだ段階でいっているということでござ

います。 

それから、具体的に外部の力でどのようなやり方をしていくのかということでございます

けれども。この間、森委員の御質問のときにもちょっとお話をさせていただいたのですが、

やはりその第三者の方に客観的に入っていただいて、いろいろとやっぱりその今までのそ

の事例だったりとか先進事例から、その皆さんが振り返りをしていきながらその地域の現

状の課題とか問題を共有していただきたいということがありましたものですから、中越地

震とか、あるいは阪神淡路大震災で被災を体験されて、そしてそこの中で復興支援活動に携

わっていただいた NPO 関係の方々に加わっていただきまして、復興までの歩みだとか、そ

ういったことを時間ずっと経験されていますので、この時期にはこういった取り組みが必

要だよとか、こういったときにはこんな問題が出てきますよだとか、そういったことをいろ

いろとアドバイスしていただきながら取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○松村委員 

今回の震災で、私たちは改めて「絆」というキーワードが出てくるくらい共助の大切さとか、

そういうものを皆さん感じました。本当に地域コミュニティーがいかにこれから大切にな

ってくるかということを確認したそういう場面でもあったのではないかなと思います。本

市におきましても、市民参加とか市民協働というものをまちづくりの経営の柱に立てまし

て、この活動を推進してきているわけでありますけれども。本市としてそういう活動、地域

コミュニティーセンターを平成 20 年に設けまして、そういう活動を推進してきました。そ

ういう中、今回震災というふうなものを受けまして、改めて地域コミュニティ課としてそれ

を推進している立場として、今回の震災を受けてこの自治会の活性化というのですかに対

して、何が大事だというか、欠けていたかというか、課題というのか、そういうものを何か



まとめられているというか、感じているものがありましたらばお聞かせいただきたいなと

思います。 

○片山地域コミュニティ課長 

いろいろあるのですけれど、簡単に言ってしまえば、やはり日ごろから顔の見える関係がう

まくできているコミュニティーのところは、やっぱりその震災対応もうまくいったのでは

ないかなというふうなのが感じます。ですから、例えばいろいろなその地域における災害時

の訓練だとか、そういったこともたくさん取り組んでいらっしゃると思うのですけれども、

やっぱりそういったことを目的持って継続的にやっぱりやられているところというのは、

やはり今回も強かったのではないかなというふうに思いますので、やはり日ごろから顔の

見える関係をつくっていく、そういったことを支援していくことが必要なのではないかな

というふうなことは今回の震災で一番感じたところでございます。 

○松村委員 

私が期待していた答えとちょっと若干違うのですけれども。私いろいろその自治会の、特に

被災を受けた自治会の方たちと、役員の方とか、あと関係なく一般の市民の方からもいろん

な声を聞いて考えるに、本当に今回特に被災を受けた方たちの自治会のところなんかは本

当に大変な中で、自分も被災を受けながらやりたくてもやれない、役員としていろいろしな

きゃないこともあるのだけれどもできなかった、またそれを、できなかったところをどう今

度は行政が補うのかというと行政自身もなかなかそこに、行政自体も初めての経験で混乱

でなかなか支援が行き届かなかったという、そういう部分ですごくあったのかなというふ

うに思います。これはどの自治体も大体ね、阪神あちらの方以外は大体初めての経験なので

同じような状況、多賀城市に限ったことではないと思うのですけれども、先ほど言いました

ように本当にこれから地域コミュニティーの共助という観点から大切だということはやっ

ぱりみんな認識したのだと思うのですね。ところが今落ちついて、ようやく少しずつ自治体

も機能し始めておりますけれども、やはり皆さんの異口同音に役員の方とかのお話を聞き

ますと、なかなかなり手がいないんだというそういう声も結構聞かれるのですけれども、そ

の辺は市の方ではどういうふうに感じていますでしょうか、とらえていますでしょうか。 

○片山地域コミュニティ課長 

各地区の方でやはりそのなり手がいないということは、ちゃんと情報としてはとらえてお

ります。 

○松村委員 

本当にそうだと思うのですね。でもそういう中で、一方活性化していかなきゃないって、ど

うそれを充実させていくかということが大きな課題であると思うのです。そういったとき

に、やはりこういう市民活動とかこういう自治会活動というのは、ほとんどの方は皆ボラン

ティアというか、市への愛着とかそういうことであったり、自発的なそういう善意のもとで

皆さん役員を引き受けられたり、そういうふうにして活動されているわけですけれども。や

はりそういう人たちのやる気を起こさせるというか、またはそういう意味である程度活動



を評価してあげるということ、顕彰してあげるということが私は大事じゃないのかなとい

うふうに思います。そういったことから、仙台市あたりなんかは結構こういうものを随分前

から取り組んでいるのですけれども、やっぱりこういうふうにして地域活動に、自治会の活

動に積極的に参加されている方を顕彰してあげるというそういう条例もつくってやってい

るというふうなことも聞いておりますことから、やはり本市にとってもこれからそういう

なり手がいないという課題を克服するためにも、そういうことも今後検討する余地がある

のではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○片山地域コミュニティ課長 

今、松村委員おっしゃったその仙台市の関係につきましては、恐らくその町内会の役員永年

勤続表彰の要綱のことをおっしゃっているのではないかなというふうに思うのですが。こ

ちらにつきましては、自治会の会長とかあるいは何かそういった何らかの役職にあった

方々である程度の経験がある方々を表彰するというような制度のことをおっしゃっている

のかなと思います。同じようなものを多賀城市でも考えてはどうかということでよろしい

のでしょうか。わかりました。仙台市とかあるいはそのお隣の塩竈市の方でそういった表彰

があるというのも私は聞いております。こういった内容につきましては、当然いろいろ研究

をしていかなくてはいけないなというふうには思っているのですけれども。やっぱり一番

大事なのは、委員もおっしゃったことだと思うのですけれども、やっぱりその地域に愛着を

持つ、そして自分たちがゆだねられた公共ではなくて自分たちでつくっていく公共という、

そのおもしろさをみんなで感じていく仕組みづくりというのがとても大事なのではないか

なというふうに思っています。かねてそれは市長も言っていることですし、やっぱり我々も

そういう形でコミュニティープロジェクトなりいろんなことで取り組んでいるのですけれ

ども、そういうことで表彰されるからそれやるというのではなくて、やっぱりその地域に参

画することがどれだけ楽しいのかという、あるいは自分たちでまちをつくっていくことが

すごく魅力的なんだということを広げていくということがまず大事なのではないかなとい

うふうに考えております。 

○松村委員 

そうですね、本当に生きがいというか、生きがいづくりというか、そういう部分で活動され

ている方もたくさんおります。でも本当に役員の方の苦労というのは、私も並大抵でないと

いうふうに思うのですね。最初はやっぱりそういう思いで、参加しててもやっぱり本当にそ

れをやり通す、やり続けるということは本当に並大抵のあれではないと思います。でもやっ

ぱり何とかまちをよくしたい、自分の地域をよくしていきたいという思いでやっている部

分もありますので、それがすべてではないです。もちろんね。でもやっぱりそれも一つのこ

れからの活性化する一つの手法であるのであれば、やはり検討されてもいいのかなという

ふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○片山地域コミュニティ課長 

先ほど申しましたように、研究はしていきたいと思います。ただやっぱりそのコミュニティ



ープロジェクトを通じて、やっぱり言われるのは、なかなかその地区の役員が高齢化してい

るだとか、若いなり手がいないというふうな一方で、若い人に参画していただくと私たちも

参画したいのだけれどどうやって参画していいかわからないとか、いろんなそういうこと

があるのですね。やっぱりその辺を丁寧に両方つないでいくということも必要ですし。ああ

なんだこんなことを若い人たちに役割としてお願いすればいいんだと、なんか必ず役をお

願いしようと思うのだけれど、そうじゃなくて役割をみんなでシェアすることによってで

きるんだということなんかもやっぱりそうやってお互いに築き合いながらつくっていくと

いうこともすごく大事なことなのではないかと思いますので、そちらの方ももちろん、先ほ

どおっしゃったようなその表彰の部分もですね、自治活動についてその市長が表彰すると

いうのもどうなのかなというちょっと部分もあるのですが、今先ほどおっしゃったように

塩竈とか仙台の方で先行してやっているところもあるので、そちらの状況については十分

研究させていただきながら検討させていただきたいと思います。以上です。 

○米澤委員 

61 ページのこども福祉課の 8 節報償費についてなのですけれども。この報償費は二瓶先

生の心理判定、巡回指導ということでよろしいと思うのですけれども。22 年度からたしか

行っていた事業で、私もこれに対して物すごく評価をしておりまして、昨年度はやっぱり被

災に遭った保育園も大分あったと思うので、その辺の活動の中で変化してきた部分という

のがどういうことがあったかって、もしお伝えできれば詳細にお伝えいただきたいと思い

ます。 

○但木こども福祉課長 

ここにあります報償金でございますが、今委員からお話しありましたように臨床発達心理

士の二瓶先生による市内保育所 11 施設の心理判定員の保育所の巡回指導の報酬でござい

ます。年 3 回を予定してございます。この巡回指導につきましては、児童の心理面での行

動の観察であったり、児童に対する療育指導についての職員への助言というふうなことの

内容になっておりますので、お話しありましたように平成 21 年から実施しておりまして、

平成 22 年から 3 回を実施して来年度も 3 回の予定でございます。この巡回指導による成

果といいますか、今年度も実は二瓶先生を講師に招きまして 2 回ほど、2 回に分けまして

講演会を実施しております。これは保育士と留守家庭児童学級の指導員の合同の研修会を

実施いたしましたけれども、発達障害に対する理解であったり、保護者との連携、あるいは

保育の中における支援方法などを学んでおります。以上でございます。 

○米澤委員 

先日、言語聴覚士の先生方といろいろお話ししたときに、今の保育の運営にかかわる、そし

て指導に当たる場合はやっぱりスキルが物すごい大事なんだ、専門家の、そういった部分で

はこの今二瓶先生のそういった講演会というのをとてもありがたいなと思います。今後制

度がこの 4 月から改正される児童福祉法の中には、今度は保育所等の循環というのが、訪

問指導というのが多分創設するというふうに私、国の中ではこういうふうに情報が入って



きたので、そういった部分でも今後さらに期待できるものがあるのかなと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○藤原委員 

1 点だけ。共立の所長の案件です。さっきのその仮設住宅何とか担当所長という肩書は、昼

休みできた肩書じゃないですよね。昼休みあわててつけた肩書ではないよね。以前からそう

いう肩書だったのに、本人が勘違いしていたというふうに理解していいのですか。いつから

さっきの肩書なのですか。 

○鈴木保健福祉部長 

肩書は採用されたときからそのような形と聞いておりますが、確認をしたのはその使用し

た本人ではなくて、事業本部長の樋渡事業本部長に直接確認をさせていただきましたので、

決して本人からの聞き取りということではございません。 

○金野委員長 

よろしいですか。 

○藤原委員 

はい。 

○佐藤委員 

23 ページです。何か適切な項目がないので、男女共同参画推進事業かななんて思いながら

質問します。私議員になって 13 年目なのです。議員に最初になったときには、皆さん方の

ところには女性が一人もいなくて、理事席にはいなくてびっくりしていろんなことを言っ

た覚えがあるのですが、そのときに当局の回答は、働いている女性の人たちの意識があんな

偉くならなくてもいいからというようなんだよねっていう話をしていたのですよ。ああそ

んなものかなと思ったのです。それで、13 年という月日がたちました。議会は 4 人女性が

いて大変バランスがいいなというふうに思うのですが、去年は津波あったし、今こういうこ

とを言うのはどうなのかなという思いもあるのですけれども、しかし女性の視点も大事な

部分でいろんな場面に生かされてくるということもあるかと思うのですね、復興事業のと

きに。そういうときに、ことしは何人かの方がもう退職されるわけですが、女性が含まれる

かどうかはまだよくわかりませんけれども、そういう中で今の働いている職員の女性の職

員の方々の意識のありようというのは、どういうふうにとらえていらっしゃいますでしょ

うか。 

○内海総務部長 

改めてそのような形で職員個々に聞いてみたわけではございませんけれども、やはり学歴

の水準というのは確かに上がってきてございます。そういった意味で、女性職員個々の意識

がほかのその男性の職員と伍して仕事をしていくというふうな意識になってきつつあるの

かなというふうな感じはしております。 

○佐藤委員 

大変結構なことだというふうに思います。ちゃんとした数字の根拠がなくても部長がそう



いうふうにとらえておられるということは、いいことだなというふうに思うのですけれど

も。改めてですね、やっぱり仕事をこなしていく上できちんとこう自分が役所の中でどのよ

うな位置にいて、どのような仕事をこれからもしていきたいのかというのは女性もきちん

と調査しながら、発展的にいくべきだというふうに思うのです。ましてや多賀城は組合も何

もない職場ですから、そういう意味では本当にやる気のある女性職員が埋もれていくとい

うようなことがないような意識調査を改めてどこかの時点でしてもらいながら、適材適所

で今まだお一人しか国保年金課長しかいませんけれども、ぜひこの場に女性職員の出席が

ふえるような、無理やり置けというわけにはいかないのだけれども、一定の能力と経験を持

った職員がやめていく人たちの後がまにどんどん座っていくような、そういう啓蒙という

か女性職員の意識調査も含めて啓蒙も必要ではないのかなというふうに思うのですけれど

も。何ていうのかな、土壌づくり。役所の雰囲気づくりとか。そういうことも含めて必要だ

と思うのですけれど。 

○内海総務部長 

全く同感でございます。ただ、女性職員に特別にその意識を確かめる云々というふうなこと

については、ちょっと考えてはおりません。あくまで同じ職員として、それぞれの能力を高

めていただいて、それで適切な地位に立っていただいて仕事をしていただく。これが理想の

姿だと思っておりますので、そういったことのないように人事としても適切平等にその辺

は取り扱っていきたいということでございます。 

○佐藤委員 

その結果、女性職員がふえていくと、理事側の職員がね、ふえていくということにつながっ

ていけばいいのかなというふうに思うのです。ですから、その役所の中でのさまざまな工夫

やら風土づくりやら、あるいはその意識なんかも調査した方がいいと思いますよ、女性職員

のところでどの程度自分は役所の中で頑張りたいと思っているのかとか、あんなことやり

たいとかこんなことやりたいとかという思いだってあるかと思うのですね。そういうとき

に、その人の能力にもかかわってきますけれども、この男性職員と比べてどうなのかという

ようなこともあるかと思いますので、そういうのもちょっとやってみたらおもしろいので

はないかなという提案でございますが。 

○内海総務部長 

育成評価というシステムを使っておりますので、そういった場面でそれぞれ女性職員がど

ういった考えでいるのかというふうなことについて、あわせながら評価をしてまいりたい

というふうに考えております。 

○金野委員長 

以上で 1 款から 3 款までの質疑を終了いたします。 

● 第 4 款衛生費～第 7 款商工費 

○金野委員長 

次に、第 4 款衛生費から第 7 款商工費までの質疑を行います。深谷委員。 



○深谷委員 

先ほどは大変失礼いたしました。総合計画で言うと 48 ページ。これは、先ほど言ったとお

りなのですけれど、宮城県から民間賃貸調査結果の提供があった世帯を対象としてという

ことなのですが、これというのはちょっと中身を教えてください。 

それから、多賀城市震災復興計画掲載事業の対応表の中での 2 ページ目、3 ページ目です

かのところにこれ載っているわけなのですが、健康相談事業ということで被災者の心や身

体の健康維持、増進等を図るため保健師・栄養士等による相談を行うということなのですが。

これ具体的にどういうふうに、どのようにここでいただいた情報を今後また市政にどのよ

うに反映していくのかというところと、建物の壊れぐあいとその人の心の病といいますか

そういったところというのは線引きできない同じ物差しではかっていいのかなというとこ

ろがあるのですけれども、その点についてもお答えください。 

○浦山健康課長 

保健衛生普及費の被災者健康支援プロジェクト事業のことなのですけれども。これにつき

ましては、本年社会福祉課の方でやっております被災者現況調査というのがありますけれ

ども、半壊以上の方とそれから県の方でやっている調査の二本立てでの中で対象者を選定

しまして、約 6,000 世帯ほどを見込んでおりますけれども、訪問しまして、それぞれ調査

をしましてさらにその中で 1 割程度でございますけれども、600 世帯ぐらいあるいはさら

に継続的に支援が必要でないかというふうに伝えまして、その事業でございます。 

県の方のやつは県の方で調査したものをうちの方でそれをもらいまして、その中から対象

世帯を抽出しているものでございます。 

○深谷委員 

わかりました。県でやるのは、県がやっている民間賃貸調査結果の提供があった世帯で、そ

れと多賀城市では住居が半壊以上になった被災者でということで、その両方の健康支援の

調査をしていて健康の維持と改善のために適切な支援をサービスするためにやるというこ

と、ですね。そこでですね、そのさっき言った建物の壊れぐあいと、その人のその気持ちの

中の見えない部分というのを物差しでどこかでこうラインを引かなければいけないのはわ

かるのですけれども、そこで切っていいのかなと。先ほど来、ずっと仮設、仮設、仮設とあ

るのですが、これ震災当初からそうだったのですけれども津波の被害を受けたところと、津

波の被害のないところ、僕はその津波の被害のないほうに住んでいたのですけれども、そっ

ちの人たちからよく言われたのが、津波と建物が流されてしまったのと、建物が崩れて住め

なくなったのでは同じじゃないかというふうに言われたのですね。要は、そういう分け方が、

この半壊以上だとか、これが一部損壊になっても一緒なのですけれども、地震という怖さを

受けた人の気持ちというのは基本的に一緒で、そういう分け方でするのではなくてもうち

ょっとそのいろんな情報のとり方というのがあるんじゃないかなというふうに思うのです

けれども。その辺については、いかがお考えでしょうか。 

○浦山健康課長 



ただいま、ちょっと今その人の状態のことについてなんですけれども、この調査の中でその

受けた人の受けたダメージをはかってみるというような形になると思いますけれども。そ

れから心の問題につきましては、次に心のケア事業というのがございますけれども、そちら

の方でも専門の相談窓口を設けたり、あるいはさらに 1 週間に 1 回程度の訪問事業も行う

予定にはなっております。以上です。 

○深谷委員 

だから言っているのはそういうことなのですけれども。被災した、じゃあ例えばその前のペ

ージの 47 ページの被災した市民及び支援者というのは、市民 6 万、要は全体を指しての

この対象ということでいいのですか。であれば、対象指標が 351 世帯という数字がよくわ

からないのですけれども。要は、その線引きをどこかでしなければいけないというのはわか

るのだけれど、今課長がおっしゃったようにそういった窓口を開いて被災した市民全員を

対象とするのであれば、きちんとその対象指標のところに市民全体の世帯数を載せて、それ

を計画に予算を組んでいかないと、どういうことなのか意味がわからないのですが。 

○浦山健康課長 

この指標につきましては、仮設住宅入居者数ということでの対象者数になっておりますけ

れども。 

○深谷委員 

仮設の人たちはわかるのです。そうではなくて、その前段からお話ししているとおり、津波

を受けている人も受けていない人も、例えば被災者なわけですよね。ここで言う被災者とい

う定義をどこに置いているのかわからないですが、例えば文書のとおりでいけば半壊以上

だとか、あとは仮設住宅入居者等という方々を被災者としてのこのくくりで置いてあると

すれば、やはりそういった方々だけでなく、心に被災を受けている方だとか、そういった方

の情報を地域のその民生委員だとか、包括支援センターの方だとか、そういった方々からの

情報提供をきちんと受けてカバーし切れない、全部をカバーするのは無理かもしれないけ

れども、指標としてはまずそういう数字を出すべきだと思うし、もし課長が先ほどの答弁の

ままいくのであれば、そういう姿勢がやっぱり必要かなというふうに思うのですけれども。

それこそ先ほど来出ている仮設でその孤独死と言いますが、市内にどれだけのひとり暮ら

しの御老人の方々がいらっしゃるか、僕今把握していませんが、その方々もいつそういう状

況になるかわからないわけで、その人たちも同等にやはり考えていってあげないとだめな

ところかなというふうに思うので。書いてあるとおりにしか多分しないのだろうから、そう

いうところじゃなくてもうちょっと広く拾えるようなことは、行政としてその仕組みだけ

はあった方がよろしいのかなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

○鈴木保健福祉部長 

今、深谷議員おっしゃるのはごもっともだと思います。我々は、客体としては、いわゆるす

べての市民の方々を対象にして、いわゆるその健康というものに取り組んでいかなければ

いけない。ただし今現在、これまで、いわゆる震災がなくてもあっても健康課では多賀城市



民の健康維持増進というものをこれまでもやってきています。ただし今回は、震災があった

ことが加わったものですから、例えばその地震被害に遭ったある一定の半壊以上の方がた

は、よりその被災の程度が大きいということから、いわゆるその心の問題も起きやすいので

はないかというふうなことで、とりあえずその全市民を対象にはしているのですけれども、

ここで言うその被災者健康支援プロジェクトはとりあえず半壊以上になった方々を対象に

して、一たん全部調査をさせていただきますよと。そこで、注視された方々については市の

保健師が対応するとか、というふうな形でやっていきますよ。すべての市民の方々のお宅 2

万 3,000 世帯にお伺いするというのはなかなかできませんので、特に例えば先ほどお話し

していました、ひとり暮らし高齢者の方々についてはこれはやはり震災の影響、仮に半壊ま

でいっていなくても一部損壊であっても、いわゆるそのメンタルケアというのは必要だと

思いますので、例えばそういった方々については、お元気ですか訪問事業の方の独居高齢者

関係で訪問をしていただいて情報を集約していく。さまざまなところで情報を集約して、必

要な方に必要なサービスを提供していくというふうな考えです。先ほどの心のケアの問題

につきましては、これはたしか竹谷委員だと思いますけれども、これどういうふうにするん

ですかという話があったときに、いわゆる 23 年度につきましては定期的に緑ヶ丘病院の

方で精神科医、それから看護師がチームを組んで来ていただいていました。それは、あくま

でも仮設住宅の中で、いわゆるそのいろんな例えばその孤立死の問題であったり、自殺の問

題であったりというふうなことを引き起こさないために心のサポート、いわゆる心のケア

というふうなことでこれまでも取り組んできました。それを 24 年度は、それを継続してい

くためにここに抜き出したということです。心のケアの。ですから、本来必要であるという

ことで言えば、それは自宅であろうといわゆる民間仮設住宅、みなし仮設住宅であろうと、

すべての分必要だということでございますので、先ほど担当課長が説明しましたのはその

部分、いわゆる今回震災、津波被害にかかわらずとにかく半壊以上の方々、約 6,000 世帯

を対象に調査を一たんさせていただくというふうなことです。それ以外の方々については、

例えば民生児童委員の方々から情報をもらったり、これまでいわゆるその健康課が通年や

ってきた業務の中でやっぱり対応していくべきだろうというふうに考えておりますので、

最終的には全世帯を対象に何らかの形の手当てはしていかなくてはいけない。このように

考えているところでございます。ただこれは、事業としてここに掲載をしておりますので、

いわゆるその分母が 351 だったりというふうな、例えば 48 ページの被災者健康支援プロ

ジェクト事業であれば半壊以上が約6,000世帯なのでその分母対象者数をそういった形で

抜き出させていただいたというふうなことでございます。 

○深谷委員 

そのやっぱり横の連携を図りながら、その既存の事業であり、その今回出てきた事業であり

というものを組み合わせて、上手にその情報を収集していただいて、その健康ということで

いろんなところに寄与していくところがあるでしょうから、ぜひやってみてください。それ

から、役所としては結局やっぱりそのり災証明書上だとかそういったところでしか把握で



きない部分というのは承知の上で、ぜひその地域地域でそういった情報じゃない情報で、あ

そこどうなのかな、ここどうなのかなという情報を持っている、それこそ区長だったりそう

いう方々いっぱいいるので、そういった方々とのこの連携も図りながら、り災証明書面倒く

さいからとらないというおばあちゃんたちもいて、例えば今どうしようもなくなっていた

りしているような人もいるわけですよ。だからそういう人ってこうその書面だけで判断し

てしまうと抜け落ちてしまうので、ぜひその地域でいるような区長なりなんなりという人

たちを上手に連携を図りながら、いろんな事業を組み合わせて前に行っていただきたいな

というふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○金野委員長 

ここで、10 分間の休憩をいたします。 

再開は午後 2 時 10 分より。 

午後 1 時 58 分 休憩 

 

午後 2 時 10 分 開議 

○金野委員長 

それでは、再開いたします。阿部委員。 

○阿部委員 

資料 6 の 83 ページ。深谷委員との関連ですけれども、健康課のところで被災者健康支援

プロジェクト事業で 5,683 万 6,000 円の計上があります。ここで 13 の健康確認業務委

託料ということになっておりますけれども、具体的にはどのような業務を委託するのかお

伺いいたします。 

○浦山健康課長 

先ほども説明しましたけれども、健康確認業務は 4,827 万 6,000 円と、それから確認後

のフォロー業務で 856 万円が委託料の総計でございまして、健康確認訪問につきましては

先ほどもお話ししましたけれども約 6,000 世帯を見込んでおります。それから、確認後の

フォロー世帯についてはその 1 割の 600 世帯を見込んでおりますけれども、こちらの方

に介護士等が訪問しまして状況を確認するというような形になっております。 

○阿部委員 

前段部長の答弁で、被災者の現況調査に基づいてというお話がございました。本来であれば、

多賀城市民全員ということでありますけれども、ここでいう 6,000 世帯の半壊以上の方に

現況調査を出してということがありましたけれども。3.11 当時は多賀城市民でありました

が、その後民間借り上げ等で今多賀城市から多賀城本市以外のところに転出している方が

いらっしゃいますけれども、その方々はこの被災者現況調査に基づく支援は受けられるの

かどうか、1 点確認させていただきます。 

○紺野保健福祉部次長(兼)社会福祉課長 

現況調査事業につきましては、先般補正でお認めいただいて今やっている事業でございま



して、阿部委員おっしゃられましたように民間借り上げ住宅等に移られた方につきまして

は、うちの方の市民課の方に住所の異動届等が出ているものは、そちらの方を使って郵送し

ております。 

○阿部委員 

今、市民課を通じてというお話がありましたが、市民課では全国避難者情報システムという

システムに基づいて、先日ちょっと課長にお伺いしましたら本市以外に 280 名の方がこの

全国避難者情報システムに登録をしているという説明がありました。そこに登録をしてい

ない方々について、今回被災者の現況調査を出したと思われますけれども。具体的に申し上

げますと、宮内に住んでいる方、自宅が全壊で流出してありませんけれども、今回郵便局に

転送手続をしておりまして被災者現況調査が手元に届いたと。今現在仙台に住んでいる方

です。この方は、この被災者の現況調査届きましたけれども、ページをめくると現住所が多

賀城市ともう既に印刷してあるのですね。そうすると、多賀城市から今は仙台市に住んでい

るわけで、住民票はまだ多賀城に置いてあります。これはいずれ多賀城市に戻りたいという

ことで住民票は置いてあるということでございますけれども、その方はじゃあ今回この健

康支援というのは受けられるのでしょうか。 

○浦山健康課長 

多賀城市内から外に行っている方まではやらないで、逆に仙台市の人が多賀城に住民登録

しないで入ってきているような方については、その調査の対象にはしますけれども、その反

対はちょっとやれないです。 

○阿部委員 

そうしますと、今回全国の避難者情報システムに 280 名の方が本市から多賀城市以外に行

っているわけですね。その方は、いわゆるその支援が受けられないというふうに今認識をし

ましたけれども。その方にも実は被災者の現況調査が送られているわけで、いろんなアンケ

ートに健康状態が書いてあるアンケート、さらにはどんな支援を受けたいかというところ

がこの現況調査には書いてあります。その仙台に住んでいる方は、郵便局から転送の手続を

してありましたので、当時宮内でしたけれどもこの調査は届きました、手元に。そして本市

に返送したそうです。そして、それは返送したのは多賀城市本市からこの被災者現況調査で

いわゆる被害を受けた方を対象に、皆様方の支援を検討するために郵送によるアンケート

調査を実施しているということで、支援を受けられると思って書いて返送したということ

でございますが、今の答弁ですと支援は受けられないと。さらに、第五次多賀城市の総合計

画の 48 ページを見ると、市内に居住する被災者に対してということがあります。いわゆる

本市から住民票が多賀城市に置いてあっても、現在本市に住まいしていない方はこの制度

は受けられないということでございますけれども。そうした場合に、この被災者の現況調査

がお手元に戻ってきたとき、本市に戻ってきたとき、本市以外の方から、その方々の対応と

いうのはどのように対応されますか。お伺いいたします。 

○紺野保健福祉部次長(兼)社会福祉課長 



まず現況調査そのものでございますけれど、全く支援が受けられないという話ではなくて、

今回、今出している現況調査については結果としてそういうふうな話にもございますけれ

ども、これまでの民間の借り上げ住宅等にお住まいの方、例えば仙台とか多賀城市以外にお

住いの方につきましては、支援団体のプランジャパンあるいはそのほかの支援団体を通じ

まして、今回昨年の暮れから現在も間もなく終わりですけれども、こたつが必要かどうかと

いったことをアンケートとりまして、そういったものについては直接に支援団体の方から

市外にお住まいの方なんかには支援物資を出しているというような事例はございます。今

回のその私どもの方で行っております現況調査、一応 3 月 5 日まで締め切りだったわけな

のですけれども、そちらの方も基本的に今阿部委員がおっしゃられたように、どういったそ

の支援のニーズがあるのかということはお聞きをしておりますが、健康課の方でやろうと

しているこちらのページに載っているその健康支援事業の方については、看護師等々が出

ていって訪問するということなので守備範囲としてその多賀城市以外のところは対象にし

ていないというようなお話を健康課の方ではしております。私どもの方では、現況調査が戻

ってきて現在その市民課にある住所と実際に居住しているところが違って、例えば今御紹

介いただいた郵便局の転送によって相手に届いて戻ってきたというようなものについては、

現に仙台市にお住まいということが確認できれば、それをベースに支援の対象としてデー

タを拾っておくというような形にはなろうかと思います。 

○阿部委員 

そうしますと、被災者の健康支援このプロジェクト事業については、本市以外に居住してい

る人は対象にならないということですね。しかしながら、社会福祉課の方でやっているさま

ざまな物質的な支援の方は対象になるという解釈でよろしいでしょうか。確認です。 

○紺野保健福祉部次長(兼)社会福祉課長 

そのとおりでございます。 

○阿部委員 

そうしますと、本市に住民票も置いてあって、いずれまた多賀城市に戻ってきたいという思

いを持っている方が、今回はこの支援が受けられない方がたくさん出てくると思われます

けれども、そうした方々に例えば仙台市、あるいは本市以外、利府、塩竈に民間の借り上げ

で居住している人たちに対して、こちらから例えば支援を受けたいというこれが返ってき

たときですね、本市に返ってきたときに、こちらから仙台市とか県を通じてでも結構なので

すが、その方にきちんとこの健康支援が受けられるようなシステムというか、構築していか

なければいけないとこのように思いますが、いかがでしょうか。これは提案させていただき

ますが、検討していただけますでしょうか。 

○紺野保健福祉部次長(兼)社会福祉課長 

検討させていただきたいと思います。 

○阿部委員 

これはぜひやっていただきたい。やはり市長も申しておりましたけれども、震災後やっぱり



多くの方が本市から今外に出ておりまして、いずれまた多賀城市に戻ってきたいとこう思

われるような復旧・復興に向けて取り組んでいるという市長の答弁もありましたので、やっ

ぱり一日も早く被災された方がまた本市に戻ってこられて元気に生活ができるようにして

いただきたいと、そういう視点からもやっぱりその住民サービスの一環として本市に住民

票が置いてある、一時、本市以外に住んでいるということでございますけれども、しっかり

そこを支援もしていただきたい。このように思うわけでございます。今はこの被災者の現況

調査は郵便局による転送によって手元に届いております。これは 1 年間しか、御存じのと

おり 1 年間しか転送期間はありません。これが切れますと、今度は転居先不明で被災者の

手元には届かなくなります。そうした場合に、今先ほど次長もお話ありましたけれども、こ

この住所、現住所をちゃんと記入する欄がございますので、ここでしっかり転居先不明で戻

ってきた場合でも、しっかりこれ把握できるようにお願いしたい。このように思います。あ

とは、その本市以外に住んでいる方が多賀城市の広報が手元に届かない。これは、やはり自

宅が被災されてもう流出していますから、各地域の方々が区長通じて地域の方が配布をし

ているので多賀城市の情報が入らない、インターネットでホームページを見られる方はい

いのでしょうけれども、そういう方に関しましてもこの要望に多賀城市の広報を送ってい

ただきたいと要望を書いて返送したということでございますので、その要望もしっかり本

市の情報を各被災者に、本市以外に住まわれている被災者に届けるようにぜひお願いした

い。このように思いますが、その点もよろしいでしょうか。 

○紺野保健福祉部次長(兼)社会福祉課長 

そのように進めてまいりたいと思っております。 

○竹谷委員 

今のやつね、件ですけれども。住所がわかっているところについては、やはり社会福祉課で

やっているのと同じような扱いをしていかなければいけないのではないかと思います。そ

れは検討するのではなく、そういう扱いをしていくんだということを、きっちりと私は答弁

をしておくべきだと思います。片方ではやって、片方ではやらないというのはおかしい。同

じこの市の問題で。やっぱり統一して全部。住所がわかっているところについては全部必要

なケアはしていくよというのが私は基本だと思います。そうしないとおかしいと私は思い

ますので、検討するじゃなく、そういう方法で実施していくんだということをきちっと確認

したいのですけれどもいかがですか。 

○鈴木保健福祉部長 

方向性としてはその方向性で考えていきたいというふうに思います。 

○竹谷委員 

特にね、ひとり暮らしの訪問活動が入っているのですよね。これを委託先がどこだかわから

ないけれども、これから検討しますということで、この間お話ししておりますよね。ですか

ら、委託先でもきちっとして、そこまで仕様書の中にきちっとうたい込んでいかないと片手

落ちになるので、ひとつ検討するのではなく仕様書の中できちっとやる、委託契約の仕様書



の中できちっと明確にしていくんだということで確認しておきたいと思います。よろしい

ですね。 

○鈴木保健福祉部長 

一つだけ、例えばその県外だとか遠方に居住している方も中にはいらっしゃるというのも

事実でございますので、その場合は市町村間で連絡を取り合いながら、遠方の市町村にお願

いをしまして、きちんとケアしていただけるように手配をしていくというふうなことも含

めまして、その方向性でやっていきたいというふうに思います。 

○竹谷委員 

もう一つ、心のケアの看護事業。これ看護師の委託事業ですよね。これは直営でやるのです

か、どこかのところに委託をしてやろうとしているのですか。どっちですか。 

○浦山健康課長 

委託をしてやる考えでございます。 

○竹谷委員 

委託先は現在考えているのですか。 

○浦山健康課長 

47 ページの多賀城市総合計画の実施計画の中にもありますけれども、去年の 8 月から緑

ヶ丘病院が同じような事業でやっておりますので、こちらの緑ヶ丘病院の方に委託をお願

いしようと思っています。 

○竹谷委員 

わかりました。看護師と精神保健福祉士 2 名体制でやるんだと、その委託先は今年度と同

様の扱いでやっていきたいんだという意味ですか。 

○浦山健康課長 

そのとおりでございます。 

○竹谷委員 

これについても、きちっとした仕様書を締結をしてやっていただきたい。その場その場では

なく。きちっとこういう作業をこの金額で委託するんだという仕様書をきちっと製作をし

て、お互いに進めていただきたいというふうに思いますがいかがでしょうか。当然そうなっ

ているのでしょうけれどね。 

○浦山健康課長 

そのような方向で進めてまいりたいと思います。 

○竹谷委員 

方向、方向っていうから、そういうふうにしますと言うとかさ。方向、方向って。きょうは

予算審議やっているんだよ。予算計上したときさ、これはこういうぐあいにしてやっていく

んだと言うさ。まあ、それ以上は言わないけど。もうちょっときちっと答弁してよ。方向、

方向ってどこさ方向行くんだかわからない、そんなでは。 

○鈴木保健福祉部長 



被災者生活再建支援事業につきましては、この前もちょっとお話ししたかと思いますが。事

業の中身がまだ明確というほどには行っていませんので、この事業をいわゆるその効率よ

くやっていくために、現在のプロポーザルでやろうかというふうに考えております。したが

いまして、募集をしたところ 2 社の応募がありましたので、それのプロポーザルでいわゆ

るその金額、ある程度の委託金額の中でどれだけのことができるのかというふうなことを

審査させていただいて、事業者を決定していきたいということです。 

それから、心のケアの方につきましては、これは今年度県事業として実施したものですから、

多賀城市では委託をしておりませんでしたけれども、事業の中身は同じような形で継続し

ていきたいというふうなこともあります。そういったあと医師会との問題もありますので、

十分内容を精査した上、委託契約を結ばさせていただきたいというふうに思います。 

○竹谷委員 

この件はひとつよろしく。いろいろ問題発生しないように、きちっと整理をしてやってくだ

さい。 

それから、85 ページ。13 の委託料で狂犬病の予防注射委託事業というふうになっており

ます。このときに、愛犬家の皆さん方に大変恐縮なのですが、公園その他街路樹を含めて犬

のふん対策をきちっとしていただきたい。大分やっているようですけれども、格好はやって

いるのですけれども、中身はやっていないのもたまにあります。その辺について、どのよう

に検討されているか。きちっとお答え願います。 

○佐藤市民経済部次長(兼)生活環境課長 

今、御質問いただいた件につきましては、前々よりも犬の飼い主のそのマナーの問題という

ことで啓発が必要だということは承知しております。狂犬病予防注射、集合注射の際にこれ

までも啓発チラシをお配りしたりはしているのですが、今御指摘を受けたことにつきまし

てなお、さらに注意を喚起するような形でそれ以外にも市の広報等も通じてやっていくよ

うな形で強化していきたいと思っております。 

○竹谷委員 

これ大変重要なのですよね。今、子供たちの散歩とかいろいろ公園とかでいろいろ遊ぶわけ

ですけれども、そういうところにそういうものがあると、大変問題になってくると思うので

すよ。ですから、余りやって直らないのであれば多賀城の条例でもつくってきちっと対応し

ていくぐらいの気持ちがなければ、この問題は解決しないんじゃないかというふうに思っ

ているのですよ。これは愛犬家の皆さん大変申しわけないですけれど、市民の健康、子供た

ちの健康を守るには、やっぱりお互い協力し合っていかなければいけないのではないかと。

特に、私なんかは子供扱っているスポーツ少年団やっていますので、特に思うのです。だか

らこれはきちっとやって、どうしてもやらないなら条例でもつくってそういうものをやる

んだよというぐらいな、強い姿勢がないといけないのではないかと思うのですけれども、い

かがですか。 

○佐藤市民経済部次長(兼)生活環境課長 



今、御指摘をいただいた件につきましては、まだその条例化ということについて現在検討は

しておりませんが、それも選択肢の一つとして研究をさせていただきたいと考えておりま

す。 

○竹谷委員 

だからね、今後注意喚起するときに、もし皆さん方がお互いに守られないのであれば条例制

定でもしてそのようなことを阻止、罰金になるかどうかわからないけれども、そこまで強い

姿勢で臨まざるを得なくなりますよと、だから皆さん方お互いに注意しましょうというぐ

らいの強い喚起をしなければいつまでたっても直らないというふうに思いますので、ちょ

っとその辺も含めて、方向性じゃなく前向きに検討してください。お願いします。 

○藤原委員 

83 ページの話題になっておりました健康確認業務委託料の問題です。これは極めてプライ

ベートな情報を取り扱うということになります。こういった業務については、私は直営が望

ましいのではないかというふうに思うのですが、丸ごと委託ということになりそうなので

すが、委託にした事情について、委託をやろうとしている事情について御回答ください。 

○鈴木保健福祉部長 

これまでも健康課ではさまざまな事業を委託というふうな形態でやってきたという経過が

ございます。それと今回は余りにも、いわゆるその量が多いというふうなことがございまし

て、内部で調整した結果先ほども申し上げましたけれども、いわゆるその事業の内容比較と

いうふうなことでプロポーザルというふうな手法を取り入れさせていただいたところでご

ざいます。 

○藤原委員 

実は七ヶ浜はもう既にこの調査終わっているそうですね。私ども共産党の議員団で七ヶ浜

に調査に行ってまいりました。これは地元の大学と連携した場合には、岩手県の場合には岩

手医大が指定をされて、宮城県の場合には東北大が指定されているそうなのですが、自治体

負担がなしで調査ができると。七ヶ浜の場合には、調査対象者が 2,800 人いたのですけれ

ども、既に 1,900 人の対面調査が終わっていると。東北大学が臨床心理士とか精神科の先

生とか、こういうチームをつくって訪問をし終わったということなそうです。だから、専門

家が直接訪問して調査をしたということになります。どうもその多賀城市もいかがですか

というふうに東北大学の方から声がけがあったやに聞いているのですが、そういう事実は

あったのかなかったのか。 

○浦山健康課長 

そういう話もございましたが、最終的に東北大の方からそれまではできないということや、

あとお断りのお話もございました。 

○藤原委員 

多賀城が断ったのではないの。東北大学の方から断りが来たということですか。 

○浦山健康課長 



そのとおりでございます。 

○根本委員 

資料 6 の 105 ページです。一番下、10 節の小規模事業者事業協同化推進事業ということ

で建設職組合の皆さんの支援ということだと思うのですけれども。これは昨年からですね、

昨年は 600 万円計上して、継続して 24 年度もやると。これは震災前に、建設職組合建設

関係のお仕事の方々の仕事がないと、多賀城市でリフォームに補助金を出すということの

関係で商工会との連携をとりながら、もう少し建設職組合の皆さんが仕事が受注しやすい

ようにというようなことで協同化を図ろうと、こういうことでなったのですよね。去年から

推進をしてきて、どういう取り組みをしてどういう推進をして、ことしはどういう取り組み

をしていこうとしているのか、お伺いしたいと思います。 

○菊田商工観光課長 

この事業につきましては、昨年度から、昨年の 4 月から開始しておりまして、最終的には

その個人の建設業者が単独ではなくて協業化を目的に将来ですね、今回ちょっと失礼な言

い方かもしれませんけれども、今現在はいろんな震災によって仕事がございます、あと数年

たったらなくなる可能性も出てくるという、当時そういう考えではなかったのですけれど

も、そういったことを含めまして協業化を図ろうと。その協業化によって、個人じゃなくて

今まで個人だけでやっていたものが大きな力によっていろんな分野に進出することも可能

ではないかということで、まずそういった取り組みに対してどういったことができるかと

いうのが去年その研究課題として行ってまいりました。今年度についてはその研究した結

果、実施するためにはどうしたらいいか、その実施の方法を、事業実施の方法とかそういっ

たことも実証してやりたいというのが今年度になっております。 

○根本委員 

これは多賀城市でやっているのですか、商工会にお願いをしてやっているのですか。運営主

体はどちらですか。 

○菊田商工観光課長 

多賀城市の建設職組合ということにお願いをしてあります。 

○根本委員 

建設職組合がみずから研究してやってきたということですか。多賀城市も商工会も一緒に

やってきたのですよね。 

○菊田商工観光課長 

建設職組合の事務所が商工会の中にございますけれども、実際は建設職組合が単独でみず

からやってきたということでございます。 

○根本委員 

推進事業補助金じゃないので、推進事業というと何か委託はしていないので多賀城市が中

心となって推進をして研究をしてきたのかなと思ったのですが。委託。ああ、本当だ、ごめ

んなさい。委託ですね。建設職組合に委託をしているということですね。課長おっしゃった



ように、この震災絡みで今もリフォームなり新築なり大変忙しいということがあって、忙し

く今大工も建設関係の皆さんがお仕事しているのですけれども、その中でこれが終わった

らどうなるんだろうという不安も一緒に持ってらっしゃるのですよ。今は忙しいのはいい

のだけれども、将来どうなるかということで、この事業で協業組合、組合ですよね、一つの

組合にして、大きなところとも少し対抗できるような、入札できるような、そうやって仕事

を少しでも受注してもらいたいという支援ですよね。そういう意味では、非常に大事な事業

だと思いますので、多賀城市が建設職組合に委託をして建設職組合がみずからやるという

ことも当然あるのでしょうけれど、やっぱり多賀城市のいろんな行政のアドバイスも必要

だと思うのですよね。その辺もしっかりと委託をしながらも課長が先頭を切って、やっぱり

支援するという意味で、いろんな形で側面から応援していただきたいとこのように思うの

ですけれど、いかがでしょうか。 

○菊田商工観光課長 

今後ともその、今回 24 年度については実証をまずやってみると、いろんなその住宅フェア

とか、あるいは何とかフェアとかというのがくるかと思います。その結果を踏まえまして、

またこれと同じような事業ができないかどうか、そういったことも今年度中にある程度は

わかると思いますので、それを踏まえた上でまた来年度多賀城市としてどういう支援がで

きるかということを考えていきたいと思います。 

○金野委員長 

いいですか。 

○根本委員 

はい。 

○佐藤委員 

91 ページの 13 節の放射線測定業務委託料。20 カ所ということでしたが、どこがふえた

のでしょうか。 

○佐藤市民経済部次長(兼)生活環境課長 

20 カ所ということでございますが、多賀城市の実は面積 19.何がしということで、1 キロ

四方をメッシュにいたしまして、その1キロ四方のメッシュごとに人が集まりやすい場所、

公共施設等を中心に測定をして、近くにお住いの方は自分の近くはどうなんだろうという

ことを身近に知っていただくために 20 カ所ということで。まだ具体的に、ここここですと

いうことではお示しできないのですが、これからその場所を具体的に検討してまいりたい

と思っております。 

○佐藤委員 

どこを今からだということなのですけれども、子供とかそういう人たちが集まる場所がや

っぱり最優先だというふうに思うのですね。今保育所とかやっているんだと思うのですけ

れども、そこに準ずるような場所を中心的に設定していただいて、監視を続けていただきた

いと思うのですけれども。 



○佐藤市民経済部次長(兼)生活環境課長 

今いただいた御意見を踏まえまして、これからの場所の選定に努めていきたいと思います。 

○佐藤委員 

109 ページです。12 節の駅案内所環境整備事業なのですが、4 月にオープン開通します

よね。駅舎のちょっとすみませんが、スケジュールはどうなっているのですか。 

○鈴木建設部次長(兼)都市計画課長(兼)多賀城駅周辺整備課長 

4 月 8 日予定で、下り線開業しまして踏切がなくなりますが、その後駅舎の建築に入りま

す。今、設計をやっている最中と聞いております。駅舎が完成して完全開業は来年の、平成

25 年の秋を予定しているということでございます。 

○佐藤委員 

そうすると駅舎の、今観光案内駅舎にありますよね。そこには入る予定なのですか。今まで

どおり入れるのかな。 

○菊田商工観光課長 

今、新しく駅舎がつくった場合そこに入る予定になっております。 

○佐藤委員 

その際に、どのぐらいの広さでできるかわからないのですけれども、なんか現状をちょっと

いろんなお話を聞きますと、駅の周りにたまり場がないために、皆さんのね、住民の方々の、

何か観光案内所に来ていろんなお話をいらっしゃる方がいっぱいいて、悪いと言っている

んじゃないよ、そういう人たちがいっぱいいると、その案内を請いに来た人たちが何か帰っ

てしまうというお話を聞いたのです。それで、状況をちょっと調査してというお話だったの

ですけれど。私、現実に見たときにはいなかったのですが、そういう状況の中でやっぱり駅

の周りに集まる場所がないということでは、御近所のお年寄りとか、顔見知りの人がいれば、

お話しに行って話し込んでしまうということもあり得ることだろうというふうに思うので

すが、その際にやっぱり一定の遊び部分、本を読んだり観光パンフレット見たりというよう

なことも必要だなというふうに思うのですが、どの程度の規模で、どの程度の広さで考えて

いるか。 

○菊田商工観光課長 

予定としましては、約 50 平方メートルです。そこの中に、物産等を置く場所、あるいはパ

ンフレット等、あるいはカウンターというふうなもの、あるいは机等を置きますので、今現

在観光案内所がありますけれどもそれよりは幾分というか広くはなると思います。 

○佐藤委員 

どんな方たちがあの案内を請いに来るかわかりませんけれども、市役所のロビーみたいに

お茶のセットをそろえたり、そういうようなことでさまざまな時間をもしかしたら市民の

方が来て、そういう状況、何ていうのか時間を費やすことができるそんなこともありなのか

なというふうに思うのですが。検討していただくわけにはいかないでしょうか。 

○菊田商工観光課長 



大きさによって検討する余地があるとかって出てくるとは思いますけれど、ただ多賀城駅

前のそういった環境の状況、皆さんが集える場所が出てくればそれにこしたことはないと

思いますけれども。なければ、そういったものを含めて大きな意味で、市役所、私のほうば

かりじゃないと思いますけれども市役所全体として考えていかなくてはならないとは思っ

ています。 

○深谷委員 

1 点目が、107 ページのイメージポスター制作掲出事業。これはイメージポスターのデザ

インと印刷ということでお考えなのか。 

それから 109 ページの 3 番、観光推進事業、観光協会委託料 280 万円。それから 10 番

の多賀城市観光協会補助事業、多賀城市観光協会補助金、これは何を委託するのか。この補

助金とこの委託のこの違いを教えてください。 

○菊田商工観光課長 

まず初めに、イメージポスター制作掲出事業は、これは今回 24 年、25 年度で DC キャン

ペーンの事業がございます。その事業に関しまして JR の中づり広告みたいな状態ですね、

そういった掲出する部分。JR の駅の方に掲出しなければならないという決まり事がござい

まして、2 種類で各 500 枚ずつ印刷します。 

それから観光推進事業委託料となっておりますけれども、これは観光協会の業務を行うた

め緊急雇用で創出事業を使いまして非常勤職員を 1 名雇用して観光業務を対応するために

雇用するものです。 

○金野委員長 

次、補助金事業は、10 番。 

○菊田商工観光課長 

これはあと、多賀城市の観光協会補助事業となっておりますけれども、これは観光協会に対

する補助金でございます。 

○深谷委員 

補助金についてはきのう言ったので、全体的な見直しをこう図っていくべきだろうという

ふうに、減らすということではなくてその使い道についてやるべきだろうということは、き

のうではなくて金曜日申し上げたので、いたしません。3 番の観光協会委託料に関しては、

職員の緊急雇用での、観光協会の方で 1 人入れて使う人の人件費だということですね。了

解です。わかりました。 

このイメージポスター500 枚については、これもイメージってでき上がっているのですか。

要はですね、僕はこう率直にただ感じた部分で、32 万 6,000 円でデザイン料込みで印刷

を考えて、この値段で例えばそのイメージしたポスターがつくれるのかということを一言

言いたかったのですけれども、いかがでしょうか。 

○菊田商工観光課長 

このイメージポスターでは先ほど申しましたけれども、DC キャンペーン用のポスターでご



ざいまして、今年度までは多賀城の政庁跡とかなんかってポスターがありました。ああいっ

たイメージポスターで、多賀城を思い出させるというかイメージさせるようなそういうポ

スターが多賀城でつくるということでございます。 

○深谷委員 

それはわかるのですけれど、要はその 32 万 6,000 円では多分こういうデザイン関係とい

うか何ていうのですかそういうデザイン、建物の建築のデザインもそうです、ポスターのデ

ザインもそうですけれど、やっぱり値段なりのものしかできない。もしその観光ということ

にもし本気で考えるのであれば、デザインだけでもこれぐらいの値段をつけて、印刷は別で

というぐらいにこう勢いをつけてやるのだったらいいんだけれど、というところの話だっ

たのですけれど。DC でつくらなければいけないものをつくるということなのですよね。そ

のつくらなければいけないものをつくるのもわかるのですが、ぜひそのデザインをするの

はこれ職員がするのですか。外に委託ですか、それとも公募するのですか。 

○菊田商工観光課長 

これは、宮城県の観光連盟という DC 関係事務局がございます。そこで一括各県内の市町

村のイメージポスター等を制作します。それの各市町村ごとの負担金というか費用という

ことになります。 

○深谷委員 

わかりました。多賀城市の意向とか何とかというより県の意向でつくって、デザインはこう

いうものがある程度いいですよというふうに挙げて、県の方のお雇いになったデザイナー

の方がつくるということですね。わかりました。今後もしこういうふうにそのイメージポス

ターとか歴史的風致維持向上計画等で多賀城市のその歴史をこう発信していくだとか、そ

ういったことをする際に、ぜひひとつそのイメージポスターだとか、例えばマスコットをつ

くるにしても震災前はありましたよね、歴史のちょっと忘れちゃったけれども、それでマス

コットキャラクターをつくるだとかなんだとか。ああいうときにはですね、ぜひやっぱりデ

ザインというのはお金がありだと思うので、いろんなところでひこにゃんだとか、何とかっ

てあって、前 NHK で見たのですが、やっぱり本当にそれなりのデザイナーの人がそれなり

のお金をかけてそれなりにものをつくるからいいものができるのであって、やっぱりそれ

ぞれの道で生きている人の力を十二分に発揮するのにはそれなりのお金をかけないと効果

も生まれないかなというところもあると思うので、かけるところにはきちっとかけていた

だいていいかなというふうに思うので、今後はそのようにしていただければなというふう

に思いますが。いかがでしょうか。 

○菊田商工観光課長 

以前もイメージキャラクターとか着ぐるみという話もございました。そういったことも含

めて、今日本全国的にそういったキャラクターのこともたくさん出ておりますので、今後も

多賀城市として DC が今回 2 回目、宮城県単独では 2 回目になると思いますけれども、そ

ういったことを契機に考えていきたいと思います。 



○雨森委員 

91 ページなのですが、先ほども放射線の測定の件でお話あったのですけれども。これも課

題として、あるいはまた取り組んでいただきたい件なのですが。私はあえて民間委託という

ことも大事かわかりませんが、これは小中校に、他の自治体でもやっておられる自治体が多

いのですが、小中 10 校ですかに、学校に委託してそして測定をするということで話を進め

てお考えいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○佐藤市民経済部次長(兼)生活環境課長 

今、委員が御指摘のようなあり方もあるかとは思います。今私どもで考えておりますのは、

いわゆる放射能の測定器械があるのですが、例えばスイッチを押してポンとすぐはかれる

ようなものではなくて、例えば高さ 50 センチと 1 メートルでしかもそのスイッチを入れ

てから例えば 5 分間放置してとか、いろんなちょっと諸条件がある中で、できれば同じ人

が同じやり方でやることによって、その数値の誤差を極力少なくするというようなやり方

をしたいということなので、1 カ所に委託をして測定をしたいというふうに考えておりま

す。 

○雨森委員 

おっしゃることはわかるのですが、結局その測定の時間ですか、そういいますと私も昨年の

暮れに市の方のいろいろとお話聞きまして測定器 1 台、市と同じ標準のものを購入しまし

た。そういって時々測定はしておるのですが、安全・安心の基準に達しておりますので、こ

れは市民の皆さんに問い合わせあれば説明できるわけですが。やはり目的として、やはり

25 分間ですか、これは指導の上でやっているわけです。25 分間の時間をかけて、そして

正しい測定、今おっしゃったように 1 メーターと、あるいはまた 50 センチの高さでそう

いった基準に応じた、自分で手づくりのものをつくりまして、そこでやっているわけです。

やはりこれは学校だからできないというわけではないのですよね。私の方の目的は、あくま

でも父兄の方々がやはり中には非常に敏感に反応される父兄の方もいるわけですよね、学

校でこのような結果が出ているよということも生徒が持ち帰って、そしてその家庭内で話

題になるようなそういう教育の一環といいますか、そういったことも学校で先生が担当す

ればそれはできるわけです。先生というかそういう担当を置けばですよ。用務の方とか、こ

れは決して大変なことではないと思います。そしてその学校の中でそういったことを行い

ながらやっていくと、非常に子供たちにも関心の高まるし、災害の面においても防災教育の

一環になるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○佐藤市民経済部次長(兼)生活環境課長 

今の委員から御指摘いただいた件につきましては、当然小中学校は観測地点に入れようと

いうことでは考えてはおるのですが、そのような方向も含めて再度ちょっと検討してみた

いと思います。 

○雨森委員 

現在、多賀城市に何台測定器は置いておられますか。 



○佐藤市民経済部次長(兼)生活環境課長 

3 台でございます。 

○雨森委員 

県から 1 台来ておりますね、入れて 3 台ですか。なんか 4 台と聞いておったのですが、3

台ですか。3 台ですか。この十何カ所ですか測定場所を変えるというお話がありますが、そ

の 3 台の器械でくるくる回って測定されるのでしょうか。 

○佐藤市民経済部次長(兼)生活環境課長 

今考えておりますのは、基本的には毎日計測をするということで、20 カ所を 1 日でちょっ

と測定は難しいので、1 日 10 カ所程度ということなので、1 カ所については 1 日置き程

度に計測をしたいというふうに考えております。 

○雨森委員 

ということは、3 台でやるということですね。それからですね、やはり現在使っておられる

定価 12 万 5,000 円ですね。10 万 5,000 円ぐらいで入っていますけれどね。それで、

その同種類の器械でおやりになるということですか。それも含めてお願いします。 

○佐藤市民経済部次長(兼)生活環境課長 

その 3 台というか、その 12 万 5,000 円の器械で計測をする予定にしております。 

○金野委員長 

よろしいですか。 

○雨森委員 

はい。 

○金野委員長 

ここで、12 分間の休憩をいたします。 

再開は 3 時 10 分。 

午後 2 時 58 分 休憩 

 

午後 3 時 10 分 開議 

○金野委員長 

全員おそろいですので、再開いたします。 

最初に、市民経済部次長より発言を求められておりますので、許可します。市民経済部次長。 

○佐藤市民経済部次長(兼)生活環境課長 

先ほど雨森議員からの御質問に対し、台数は何台かということに対して私 3 台と申し上げ

ておりましたが、雨森委員のおっしゃるとおり 4 台でございます。申しわけございません

でした。 

○金野委員長 

よろしいですか、雨森委員。 

○雨森委員 



はい。 

○金野委員長 

松村委員。 

○松村委員 

109 ページの観光行政についてお伺いいたします。 

何点かあるのですけれども、まず 1 点目は DC の件なのですけれども。今回も本市でそち

らの方に入って負担金を出しておりますね。この DC の件について、詳しい内容お聞かせ

まずいただきたいなということ。1 点目、ではお願いします。 

○菊田商工観光課長 

DC 関係ですと、通常はないのですけれども 100 万円ほどとなっております。事業内容、

失礼しました。すみません。DC の事業内容につきましては、JR6 社が観光地、今回は宮

城県になりますけれども、そういった観光客を呼び込むというのが事業の本来の目的でご

ざいます。各市町村、自治体はそれに応じて観光地の開発とかそういったことを進めていく

のが事業内容でございます。 

○松村委員 

期間とかありますよね、どういうものを売りにしてやろうとしているのかとかそういうこ

とです。前回は秋だったと思うのですね、秋から冬にかけて。今回は春と聞いていましたけ

れども、キャッチフレーズとかいろいろあると思いますけれども。そういうことです、お伺

いしたいのは。 

○菊田商工観光課長 

失礼しました。今回は、まず 4 月から 6 月まで 3 カ月間、春のバージョンということにな

ります。それで、今回は花めぐりのスタンプラリーということになりまして、春に咲く花、

桜、あるいはスイセン、そういった箇所の場所をめぐるということが一つ事業ございます。

ただ、市町村によってはその花とかがないところもございますので、そういった市町村につ

きましてはいろんな商店ですね、ショップ、ケーキ屋とかあるいはいろんな小物を売ってい

る店とか、そういったものに代替としてできるということで、実際はフラワースタンプとい

うふうにはなっておりますけれども、店の方も取り入れて、組み込んで一緒にお客さんに来

ていただくというのが趣旨でございます。 

○松村委員 

多賀城市としては、どのような企画をされているのですか。 

○菊田商工観光課長 

多賀城市としては、春先のその桜とか、あるいは 6 月の中旬過ぎればアヤメ等もございま

すけれども、そこでスタンプラリーをしてもスタンプを置く場所、あるいは管理するという

ところができません。それで今回は、ケーキショップが 1 店舗、それから東北歴史博物館

の中に入っていますミュージアムショップその 1 店舗、計 2 店舗で今回のスタンプラリー

の方には参加しております。 



○松村委員 

多賀城市としては特に何か花を見てもらう拠点を PR して何かやるというのはやらないで、

そういう店舗のみのところにスタンプを置いてそこで多くの人に来てもらおうというよう

な取り組みだという意味ですよね、今のお話ですと。何かすごくちょっとそれは寂しいとい

うか、もったいないなという感じあるのですよね。例えば、政庁とかにもすばらしい、しだ

れ桜の名所とかもありますし、いろんな桜の名所もあると思うのですけれども。そういうも

のをやはりもう少し積極的に、せっかく 100 万円も出してこれに乗るわけですから、そう

いうものも企画してしかるべきじゃないかなというふうに思いますけれども。その辺は全

然考えていなかったからできないという結論になったのだと思うのですけれども。今から

はできないでしょうかね。 

○菊田商工観光課長 

4 月、5 月、6 月の 3 カ月間というのはもう決まっております。これから変更をするとい

うことはまずできないということになっております。ただ、今年度はプレ DC です。本番が

来年度になります。来年度になりますと、またそれはそれで考えが変わってくる、あるいは

ことしやったことに対しての修正部分というのが必ず出てきますから、来年はそういった

委員さんのおっしゃるような、その花ですよね、桜の木の下にスタンプを置くことができる

かどうか、その維持管理がどういうふうにしていくかということも含めて、ことしこれから

4 月、5 月、6 月の 3 カ月間実証しまして、来年に向けて検討していきたいと思います。 

○松村委員 

ぜひその方向に検討していただきたいと思います。やはり意欲は多賀城市としてもこれに

参加しているということは、やはり観光に対しての意欲があるからだと思いますので、ぜひ

ただお金を出して何の費用対効果もなかったというそういうような結果にならないように、

来年に向けてぜひ課題として検討していただきたいなというふうに思います。 

あと、次にもう 1 点ですが。先ほどもお話ありました観光推進事業の中で、非常勤の職員

を 1 名採用というところありましたけれども。私、以前からお話ししていましたけれども、

やはり多賀城市は今観光協会が行政の中にありまして、後で触れますが独立させる方向に

あるという方向で検討しているようでありますが。職員にしても関係業務を委託するとい

うことでしたけれども、どういうのかわからない、言いたいことは、いわゆるこの方はある

程度専門的なものを持っている方を非常勤として雇うのか、ただ何か一般事務的なものと

して、形としてそういう方を雇うのか、まずその辺お伺いいたします。 

○菊田商工観光課長 

今回は、今委員おっしゃるとおり将来はその観光協会の独立ということを目指しておりま

す。ただ、今回はこの事務員を非常勤で雇うということになっておりますけれども、専門的

な分野ではなくてまずは観光協会の中の仕事をある程度こなしていける方、そういった方

を望んで考えております。 

○松村委員 



わかりました。後の部分で言いますが、ぜひやはり多賀城にとってはこういう専門的なプロ

的なセンスというかそういう力を持っていらっしゃる方を、やはり雇っていけないとなか

なか多賀城の観光は今後発展は厳しいのかなと思いますので、今後の課題としてそういう

方もぜひ早目に検討していただきたいなというふうに思います。 

あと、こちらの関係資料の中の第五次総合計画、実施計画の 100 ページでございます。そ

こに今お話ありましたように多賀城市の観光協会を駅舎の中にいずれつくっていきたいと、

事務所をつくってそこに独立させたいというそういう内容のことが書いてあります。私は、

多賀城市はやっぱり観光というのは、資源というのは特別史跡ですよね、そういうことから

いきますと、観光客がやっぱり一番集まるところに観光協会をつくるのが私はベストなの

かなと思います。そういった意味から、これは今後の方向性として検討しているという段階

なので、まだ結論かどうかはわかりませんけれども、こういうふうに決めてしまったらもう

行政はこれで行っちゃうのでしょうけれども。私はちょっと、まだ検討する余地があるので

したら、ことし来年の話ではないと思いますので、もう少しこの観光協会を独立させて拠点

を置く場所というのはもっと検討すべきじゃないかなというふうに思いますけれども、そ

の辺いかがでしょうか。これは課長に言っても無理なのかな、部長いかがですか。 

○伊藤市民経済部長 

ただいまの松村委員の観光協会の自主性といいますか自主、独立というようなことに関連

しまして、駅舎の中の観光協会の事務所の配置についてもう少し時間をかけてというよう

なことのようでございますが。いずれにいたしましても、これから駅舎の方、この秋という

ようなこともございまして、それらもトータル的に含めた形でさらには観光協会の各役員

の方々等の意見もいただきながら、今後対応していく課題だろうというふうにとらえてお

ります。 

○松村委員 

皆さんの意見も聞いていただきまして、ぜひそういう方向で検討していただきたいと思い

ます。 

あと最後ですが、これはどこというよりも観光行政全般に関してちょっとお伺いしたいの

ですけれども。今後の多賀城の復興ということを考えたときに、産業の活性化というか復興

というのは大変重要だと思います。そういった意味から、本市は今回の 24 年度予算を見ま

すと、工場工業地帯とかあと商業区域の被災を受けたところに中心の再生に向けてスター

トしているようでありますけれども。私のずっとこれは持論でありますけれども、多賀城市

はやはり観光産業の創出ということもこれからまちの活性化に向けて、産業創出というこ

とも大事じゃないかということはずっとお話しさせているところでありますけれども。本

市としまして、この考えに対して、観光産業ということに対して、どのような考えというか

位置づけをしているのかまずお伺いしたいなと思います。これは政策担当だと思いますの

で、そちらの方でお願いいたします。 

○鈴木市長公室災害復興推進局長 



観光産業の位置づけということですけれども。当然ながら、観光産業も我が市のこれから基

幹産業となるべく産業に育てていかなければならないというふうに思っております。そう

いう意味では、多賀城の特産物を生かしたような形で何か特産品ができないかということ

で今、実は復興計画の中にもそういうことを盛り込んでございまして、今ちょっと国の方の

有利な補助金がないかどうか探っているところでございます。次の補正なりには、若干その

辺の形が見えてくるかと思いますので、その時点でまた御説明申し上げたいというふうに

思ってございます。 

○松村委員 

ある意味では、今後の基幹産業となり得るということでは同じような共通認識かなという

ふうに思います。そういったことから、私は多賀城は今はまだ産業にはなっていないという

ふうに思っているのですけれども、それは同じだと思います。やっぱりこれを産業にすると

いうためには、どうしたらいいかということをやはり考えていかなきゃないのが行政の方

の観光行政としてどうすべきかということを考えていかなきゃない部分だと思うのですね。

そういったところから、何か大変センスない言い方かもしれませんけれども、観光をやっぱ

り産業としていくためには三つの要素がよくあると言われております。それは、見る、食べ

る、買う、これなんですね。多賀城は残念ながらこの三つとも大変貧弱というか、そういう

状況にあると思います。なぜかと言うと、結局観光客来てもそれの経済効果が見通せない、

出せないような現状であります。ですから、なかなかやっぱり市としてもこれに取りかかり

にくいという部分があったと思うのですね。その最初の見るということに関しましては、や

はり今回維持向上計画で何とか環境整備をして本当に多くの方に来ていただいても恥ずか

しくないような、そういう多賀城の魅力を知ってもらうように整備しようというところで

維持向上計画に取り組まれたというところでは、すごくそういう部分では私も評価させて

いただきます。今度、食べる、買う、そういう場所、拠点がないというところですね。どう

もこの月の市の云々とかというふうなものを見ても、さっきの観光協会のを見ましても、多

賀城駅を中心にここに人を呼んで観光客を史跡とか特別史跡あの辺を見に来た人を今度は

そこに移動させてここで買い物してもらおう、あと食べてもらおうというふうな方向で考

えているのかな、というふうに私は感じられるのですけれども。そのような解釈でよろしい

ですか。 

○伊藤市民経済部長 

ただいまの観光の振興、見る、食べる、買うというようなことでございますが、おっしゃる

ことはそのとおりであります。実はですね、震災を受けまして 1 年経過しようとしており

ますけれども、今月のこの仙台を中心とした県内の観光情報誌りらくというコンビニなん

かで売っておりますけれども、500 円でおつりがくる雑誌ですが。これ多賀城が特集で載

っております。見る、買う、食べる、まさにその今お話しになられた情報が掲載されており

ます。大変鮮やかなプロの写真、そしてまた観光マップ等もプロのデザイナーがデザインし

た形で、その意匠権といいますかその版権は多賀城市に帰属するというふうな内容となっ



ておりますことから、今の松村議員がお話しされた第一歩かなというふうに我々はそのよ

うにとらえております。いずれにいたしましても、これから見る、買う、食べる、これは市

長の提唱しておりますとおり、先般の一般質問で伏谷委員の農業の振興の中でも市長がお

答えいたしたかと思いますけれども、農商光、光は観光の光でありますけれども、いずれ一

体となってその地場産品、いかにその生産をし、そして加工をし、そして販売につなげるか、

私たちも一生懸命地域の方々とこれからそのことについて模索をし、対応してまいりたい

とこのように思っております。以上でございます。 

○松村委員 

私聞きたかったのは、いわゆる多賀城駅を中心として観光客のそういう拠点をつくろうと

しているのですかということを、買う、食べるという部分でですよ、そういうふうなことを

お伺いしたかったのですけれども。ちょっとそれの回答、答えにはなっていないような気が

したのですけれども。もう少し明確にお願いします。 

○伊藤市民経済部長 

これはですね、先般も市長が御回答いたしましたが、農商光連携一体となってその新しい産

業の振興ですね、6 次産業化というような視点で今私答えさせていただきましたけれども。

まずは本年の秋には多賀城駅の駅舎も完成するというふうなことから、来年の秋ですね、ご

めんなさい。来年の秋に完成するということでございますので、その駅舎の中で 50 平米の

ブースを今のところ予定しておりますが、その中にはその地元の地場産品等を陳列をして

遠方から来られた方にまず PR をするというようなことからまずもってスタートして PR

していきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○松村委員 

わかりました。ではやはり多賀城駅にまた移動していただいて、そこでやっていきたいとい

うふうなのが多賀城市の今の考えだというふうな御説明だと思います。私は果たして本当

にそれで観光産業に結びつくのかなというか、やっぱり今の観光客のニーズとかそういう

ものをよく掌握しなければだめだと思うのです。やっぱりこれは行政の視点での考えなの

ですよ。だからこういう案が私は出てくるのかなというふうに思います。そういった意味か

ら、もっと民間の人たちのノウハウを聞くとか、観光に対してもっとプロ的なそういうセン

ス、考えのある方を入れて、どうすれば多賀城のせっかく来た人たちにお金を落としてもら

いそして食べてもらうようなそういうものをするにはどうすれば、どこがいいのか、どうし

たらいいのかということをやっぱり考えないと、せっかく投資したって私は本当に効果が

あるのかなって、何のために南門つくるのですか、何のためにあそこ整備するのですかって

いう、やっぱりそうだと思いますよ。それに結びつかなかったら、市民は納得しないと思い

ます。これは部長だけに言ってもしょうがないのですけれども。やっぱりこれはもっと政策

の方できちんとしたこれからのまちづくり、観光産業として根づかせるためにどうしたら

いいかということを、効果的なそういうまちづくりというかそういうのにするのにはどう

したらいいかということをぜひ検討していただきたいなというふうに思います。そういっ



たところから、よく市長もいろんなところで今インターチェンジの話をされておりますよ

ね。もう 3 月からいろいろやろうとしてもう実現で、約 4 年、5 年後にはやるという話で

ありました。これは本当に多賀城のこれからのあそこの交流人口入れてやっていくという

のはすごく効果のある期待される事業だと思うのです。そういったところから、やはり皆さ

んは前からも質問で言っていますが物産館と言うか、あと道の駅的ないろいろありますけ

れども、そういうようなものを将来的にはあの辺につくったらいいんじゃないかという、そ

ういう声を私は随分いただいておりますし、そういう声も聞いております。そういったとこ

ろから、そういう意味から私提案させていただきたいのですけれども。やっぱり観光産業を

創出ということ、復興というのではないと思うのですけれども、観光産業創出するための支

援事業というかそういうものが私は市として立ち上げなければならないのではないかなと

いうふうに思います。それを今からやっていかないと、そのインターチェンジできました、

さあじゃあ今からどうしましょうかでは、私は遅いような気がするのですね。そういった意

味から、多賀城市も将来的に 5 年、10 年後を目指して多賀城の観光産業として基幹産業に

していきたいというそういう方向性をお持ちでしたら、やはり行政主導でそういうものを

決めていくんじゃなくして、もう少しプロ的な人を入れながら、あとそういう本当に何とか

したいと思っているそういう人たちの代表を集いまして、協議会をつくるとかして計画を

つくるとか、そういうものを今からやっていく必要があるのではないかなと思いますけれ

ども、市長いかがでしょうか。 

○菊地市長 

いつも観光に関しましては、かなり造詣深い松村委員でございますけれども。お答え申し上

げたいというふうに思いますけれども。5 年あるいは 6 年ぐらいで観光が産業として成り

立つものではないと私は思っております。といいますのは、今多賀城がやらなければいけな

いものは復旧・復興だというふうに思っております。その行く先のことは、この間復興計画

で申し上げましたように、私は観光として結びつくものということになれば、やっぱり地震

津波ミュージアムではないかなというふうに思っております。ですから、そういう拠点がで

きて初めて観光に結びつくものというふうなことで、今例えば塩竈なんか水族館とかあの

辺の特区ということでやっと目覚めた感がありますよね。そういうことをやっぱり市とし

て考えなければいけない。ただ、地震津波ミュージアムだけ目指したのでは、なかなか途方

もない構想でございまして、その手前で今ちょっと考えていますのは、余り公表はまだでき

ていないと思いますけれども、いずれ近いうちに皆さんの前で提示しなくてはいけないか

なというふうに思いますけれども、その前のインキュベーションをどう持っていくか。イン

キュベーションというのはおわかりだと思いますけれども、卵からふ化するという意味で

のインキュベーションですね。減災のリサーチパークみたいなことで、要するに地震津波か

らどのように減災政策を持っていくかというふうな、そういうことも多賀城でできればと

いうことで、河北新報が前に提言しましたよね。空き工場とかそういうものをつくって、例

えば医療から、あるいは製造業から教育からいろんな産業を入れたリサーチパークみたい



なことです。そういうものができ上がってくると、地震津波ミュージアムにもつながってい

くものではないかなというふうに思います。それから、5 年、6 年ぐらいたちますと、当然

西の方では多賀城インターチェンジというのが完全にでき上がるような状況になってきま

すので、そのときには当然道の駅になるか、あるいは物産館ですか、どちらがいいかもうそ

ろそろそれなりに決めなくてはいけないでしょうし、土地の手当ても考えなくてはいかん

かなというふうに思いますけれども、そういう局みたいなものを組み合わせながら観光と

いうものに結びつけていくということにしなければいけないでしょうし、農業だって今大

規模圃場ということで、この 1 年かけて将来の農業どうあればいいか、この間答弁したよ

うに 6 次化ということを図っているわけですから、仙台とのすぐ、大仙台消費地があるわ

けで、それにつながる農業のあり方、これもここ 1 年、あるいはもっとかかるかもしれま

せんけれども、そういうものも行った上で総合的に観光というのはいろんな分野からつな

がっていかなければ、これは観光産業として基幹産業になり得ないと私はそういうふうに

思っております。以上です。 

○松村委員 

当然です。農業だってね。だから今は農業計画とかというふうにしてばらばらになって農業

振興でやっていますよね。だからそうではなくて、そういう総合的なものを加味しながらや

っぱり計画というか、今後の方向性というのを決めていかなければだめだと思うのですよ。

そういう意味でそういう母体、多賀城の観光ですね、推進するためにはどうしたらいいかと

いうことを今ばらばらにやっていて、インターチェンジできました、じゃあそのときどうし

ましょうか、というのではなくて今の段階からそういう将来 5 年、10 年後を見据えたもの

をつくっていくべきではないかなと、今考えるべきではないかなという意味なのですけれ

ど。すみません、ちょっと私も余り話すの上手ではないものですからうまく通じないかと思

うのですけれども、そういうことなんです。だからやっぱり今からそういう姿勢が政策の中

に見えればいいのですけれども、何かすごく政策観光のいろんなのを見るとそういうのが

ほとんど、余り見えないものですから、私は今あえて強く申し上げたところでございますけ

れども。どうでしょうかね、もう一度。言いたいことわかりますか。 

○菊地市長 

観光基幹産業にということで、先ほどおっしゃった協議会みたいなものを立ち上げるとい

うことはわかります。ただ、やっぱり民間の方々も今度多賀城駅のところに観光協会ですか、

事務所は移るというふうなこともありますし、やっぱりその辺の観光協会あたりと一緒に

なってこれらの考え方持っていかなくてはいけないのではないかなというふうに思います。

最初から協議会ありきではなくて、協議会もつくりながらということはそれはわかります

けれども。ですから私が言いたいのは、いろんな拠点それなりのものを日本に訴える、ある

いは世界に訴えるようないろんなものが出てこないと観光にはつながらないよと、点から

線に、線から面にということで観光を考えていけばそうじゃないかということで申し上げ

たわけですから、御理解いただきたいと思います。 



○戸津川委員 

3 点ございます。1 点目は、85 ページ 5 番の高齢者肺炎球菌予防接種事業です。本当に何

度もお願いしながらこの肺炎球菌に対する補助事業が始まったということを、私は本当に

ありがたいと言ったらいいのか、よかったなというふうに思っております。それでちょっと

これは確認なのですが、2,300 人分 70 歳以上の方、1 人 3,000 円の補助ということで

よかったでしょうか。 

○浦山健康課長 

1 人 3,000 円で間違いございません。 

○戸津川委員 

これも確認ですが、この接種事業のやり方は今までのインフルエンザなどと同じように病

院に行けば、その高齢者の方が自己負担分だけ払えばいいようにそのほかの煩わしいこと

はないということで認識してよろしいでしょうか。 

○浦山健康課長 

高齢者インフルエンザの予防接種と同じような方法でやる予定です。 

○戸津川委員 

2 点目に移ります。2 点目は、先ほど雨森委員の質問でございました放射能の測定の件でご

ざいます。私も委託事業を 400 万円払って、その委託業者の方にその 1 平方キロメートル

当たり 1 カ所ということでやるというその計画なのですけれども、私はむしろ雨森委員が

おっしゃったように、すべての子供たちの集まる学校はもちろん保育所とかそういうとこ

ろに、すべて 12 万円かかる放射能測定器を購入してあげても 400 万円はかからないので

すよね。そうすれば、お母さん方の不安にもすぐにこたえられるし、そしてまた発信の仕方

も学校とか学校のお便りでお知らせするとか、保育所で掲示板に写すとかそういうことで

お母さん方にじかにすぐに返していけるという、一番心配な部分はその保育所、幼稚園、学

校なわけですからそこに、それは御負担ではあると思うのです職員の方にとっては、それを

はかるという御負担はふえるかと思いますけれども、そういうやり方である方が私は子供

たちにとっても、やはり子供たちにとっても自分の問題なのですよね、自分の体の問題を、

ああ先生がいつもはかってくれているとか、あの技能主事がはかってくれているとかいう

ことで、ここでまた何か教育的なものも生まれてくるのではないかという気もしますし、ぜ

ひ雨森委員の御提案のような形で実施をしていただければありがたいと思います。 

あとまとめて放射能の問題なので、3 点目に移らせていただきます。私は一般質問で放射能

で一番心配な子供や小さいお子さんをお持ちのお母さん方が、空間線量は今言ったように

はかって大した問題はないというのはお母さんたちもだんだん落ちついてきてそんなに不

安はないと思うのです。問題は食べているもの、飲んでいるもの、そういう体に入っていく

放射線量のことで心配が多いんだと思います。そういう意味で、私たちは東日本大震災のあ

の調査特別委員会でも子供の健康調査をぜひやってください、妊婦も含めてやってくださ

いということを市の方にお願いしたと思うのですけれども、そのことが私はこの 81 ペー



ジの子供の何カ月健診というのがずっと書いてございます、それから 79 ページには妊婦

の健康診査のことも書いてありますが、この金額の中に果たしてそういう放射能に対する

その検査というか、そういう視点が入っているのだろうかと。金額が余り変わらないもので

すから、若干下がっているものもいっぱいありますけれども。その妊婦と子供たちに対する

放射能の対策をどのように具体的にしていくのか、市長の御答弁ですとこの前は空間線量

は心配ないんだということを御答弁いただきました。ではなくて、心配はその中に入ってい

ます体の中に食料として入っているものがあるということは、これは事実だと思うのです。

それに対して一般質問の市長の御答弁は、健康診断の中でチェックをしていきますから大

丈夫だと思いますという御答弁をいただいたのです。ですから私は、この中にそういう視点

がどのように具体的に入っているのかということが大変心配なのですけれども。その点い

かがでしょう。 

○佐藤市民経済部次長(兼)生活環境課長 

戸津川議員の今御質問いただいた件の 2 点目の方からお答えさせていただきます。まず、

先ほど雨森委員の御質問にありましたような形で測定してはいかがですかという話ですが。

12 万 5,000 円のやつを 40 台買うというのはそんなにかかる費用ではないと、まあ 500

万以内で買えるという話なのですが、そのとおりではあるのですが。先ほど申し上げました

ように、一つは測定方法を一定の方法でしたいということと、あと実際今小学校、中学校で

測定をしておるわけでございますが、なかなかそのやはり先生方その手間暇かかって大変

だというようなお話も来ております。そういう中で一括してできないのかということが逆

に来ておりまして、そういう中でしかもそれを毎日はかるということなものですから、1 カ

所大体はかるのになんだかんだで 15 分から 20 分ぐらいかかるのですね。例えば冬の日

でも毎日その寒いところでずっと立ってやっているわけですから、そういうことも含めて

一括してやった方がいいのかなというような判断でございます。ただ、先ほど雨森委員から

御質問いただきましたように、もう少しその現場でやることも少し考えられないのかとい

うようなこともありましたので、そこについてちょっと再度検討をさせていただきたいと

思っております。 

○浦山健康課長 

今指摘ありました健診料の中に放射能に関する検査項目は入ってございません。 

○戸津川委員 

だとすると、やはり不安は解消されないのではないか、お母さん方の不安は解消されないの

ではないかと思うのです。私はそのちょっとお医者のような専門的な知識のないところで

言うのあれなのですが、甲状腺の検査などというのは、わからないのですが、お医者にちゃ

んとさわってもらうとか、そういう観点があるのかどうかわかりませんが、何か 1 点でも

いいのでお母さん方に、このこういう検査を入れて検査をしますからというようなことを

言って、ぜひお医者とも相談しなきゃないと思います、専門的知識も要るとは思いますけれ

ども、やはり検査をしてもらっているということがやはり早い発見につながると思います



し、早い発見をすればこのことで命を落とす子供がいないというふうなことも策が練れる

と思うのです。ですから私は市として、県や国がやらないという問題があるのですけれども、

それにしてもやはり現に甲状腺を検査してもらったら異常が見つかったというお子さんも

多賀城市内にはいるとお聞きしました。ということもあるので、すごいお母さん方の不安は

強いのですよ。ですから私は、そこはお医者とのあれが必要だとは思いますが、そういう視

点をぜひこの健康診査の中に入れていただくようにお願いしたいのですが、いかがでしょ

うか。 

○浦山健康課長 

今の問題ですけれども、ちょっと私の段階で難しい話なのですけれども、一応県とかそうい

う、あるいは国の方からそういう健康項目的な指導等があれば将来的に検討していく課題

だとは思いますけれども、今の段階でははっきり申し上げられません。 

○戸津川委員 

課長はそうだと思うのですが、私は市長に私が一般質問で言ったときにそういう御返事を

いただいたのですよ。そのことを私はしっかり覚えておりますので、ぜひ市長にそのような

観点で前向きに検討したいというお返事をいただけないでしょうか。 

○伊藤市民経済部長 

昨年、戸津川議員から一般質問ちょうだいいたしました、放射能の子供の体内の検査につい

て。その折に再質問の中で、市長は国の基準によってもしその健康調査が必要だと、国の方

が指定した、多賀城市本市が指定されればそれは当然対応しなくちゃないと。今の現段階で

は、除染であるとかあるいはその健康調査をする指定区域には指定されておらないので、あ

くまでもこれは国の基準によってそのときは対応せざるを得ないというような内容の御回

答を申し上げたというふうに私は理解しております。 

○戸津川委員 

私がおいしいとこどりをしていたのかもしれませんが、私はそういうふうに答えていただ

いたと思って安心していたのですが。市長さんのお立場もわかります。だけども現にたくさ

んのお母さん方が心配をしていながら生活をしているということも事実ですので、これも

ぜひ心の中にとめていただきながら今後も前向きによろしくお願いをいたしまして終わり

ます。 

○竹谷委員 

一つ、市民経済部次長かな。さっきね、放射能の測定器をあたかも買ってやることも検討し

ようというお話のように受けたのですけれども。実はこの予算は、緊急雇用対策でこれを使

って 2 名分を雇ってやるという当初予算のあなたたちの提案なのですよ。さっき仮設のと

きにその話をしたら、これはこういうわけだからこうしたいんだって一生懸命弁解してお

りますよね。今度はあなたに聞いたら、がらり今度はこのこと関係なく答弁しているのだよ

ね。どうなの。一貫性がないんじゃない。少なくとも今回は震災のこういうものを活用して、

一般財源を持ち出さないような予算構成をしたので、という説明ならわかるけどさ。一貫性



がないじゃない。私この資料を請求してもらったのですよ。あなたたちわかっているでしょ

う。もうちょっと統一的にやってくださいよ。先ほどあれだけ話しておいてさ。今度はさも

一般会計でやるような話を、それはね余り我々の質問に対して軽視し過ぎですよ、私はそう

思う。どういう金で今回はこういうやつでやるので、100％国の補助金でやれるので今回

はこの辺の空間放射線の関係があるので、これをやっていく予定なんだということをなぜ

答弁で出ないのですか、これ。情けない。もう 1 回答弁してください。 

○佐藤市民経済部次長(兼)生活環境課長 

私の答弁でちょっと誤解があったのかなと思いますけれども、私測定器を買うということ

で申し上げたのではなくて、今ある 4 台を学校なり何なりにお貸ししながらやることがで

きるかどうかを検討してみたいということで申し上げたつもりでございましたので、その

辺についてちょっと答弁に不足の部分があったのかなと思います。申しわけございません

でした。 

○竹谷委員 

400 万は別な測定器使うのですか。今ある測定器を使ってやるのではないですか。今ある

測定器を使ってやるのを提案しているのに、貸してやったらどうするんですか、今度。測定

器をあなた、これ委託で買わせるのですか。そういうちぐはぐな答弁だめよ。違いますか。

私の思いが違いますか。あなたたちはこれで我々に予算審議をお願いしているのですよ。部

長何だか言いたいような顔していますから、部長お願いします。 

○伊藤市民経済部長 

ただいまの竹谷委員のお話にもありましたとおり、この 400 万につきましては緊急雇用の

補助を活用して 2 名を委託によって測定するという業務内容でございます。冒頭に市民経

済部の次長がそれを先ほど戸津川委員の質問で冒頭に申し上げればよかったのであります

けれども、あたかもその器材を購入しますというように受け取られるような発言をしたこ

とについては、ただいま次長がお話ししたとおりの内容でございます。発言には十分、意を

配してまいりたいと思います。以上でございます。 

○竹谷委員 

あとは言いませんけれども。少なくとも提案されている予算について、やはりその根拠づけ

をしてきているのですよね、それに対してきちっと答えるなり、そうでなかったらもうこの

緊急雇用の事業から削除してでもやるんだという発想なのか、きちっとしなければいけな

いと思うのです。これこのままいくとこれで終わりですよ。後から議事録見るとおかしいん

じゃないかと。もうちょっとね、隣だよね、さっきから隣であれだけ議論しているのだから

さ。もうちょっと考えて説明していただきたいと思います。これ以上は言いませんけれども、

よろしくお願いしたいと指摘しておきます。 

次、107 ページ。ここに、初めてだな今回ね、企業誘致支援業務委託 210 万円計上しま

すが、これは何をどう委託するのでしょうか。 

○小野市長公室長補佐（プロジェクト推進担当） 



こちらは、予算説明のときに商工観光課長が御説明を申し上げたのですが、この 12 番の震

災復興企業立地支援事業自体、被災された企業の皆様の現在地復興支援と、あとは新たなそ

の企業誘致業務の 2 本立てで構成されております。御質問のあったその 13 番の企業誘致

支援業務委託料 210 万円は、こちら新たな企業の誘致に関するもので大手の調査会社から

現在の市場動向、あるいは経済状況をかんがみた上で将来投資可能性のある事業者だった

り、現在のこちらで気持ちのあるその事業者の今の経営状況等、そういった情報を教えても

らうというそういうふうな業務の委託料でございます。 

○竹谷委員 

そうすると、大手の情報関連企業に対して我が市に誘致可能な情報を提供していただくた

めに、この事業をやるんだとそういう意味なのですか。 

○小野市長公室長補佐（プロジェクト推進担当） 

こちら側でその意中の企業があった場合に、その企業の現在のその動向だったり、そういっ

たものをいち早くその大手調査会社を通じて情報を取得するというものだったり、あとは

伸びている今はやりのその事業者の中で将来投資、あるいは業務の拡張をする可能性があ

るそういった企業を教えてもらおうというふうな、そういった情報を取得するための調査

業務の委託料というふうにしております。 

○竹谷委員 

そういうものであれば、この災害がなくても多賀城市は企業誘致を積極的にやろうという

方針でやってきたのだから、このことをもっと前に活用しなければいけなかったのではな

いですか。いかがですか。 

○小野市長公室長補佐（プロジェクト推進担当） 

実は平成 23 年度の当初予算でも計上させていただきまして、今回の震災絡みで去年の 6

月の補正で一たんを減額をしている事業でございます。 

○竹谷委員 

わかりました。200 万円を使って情報提供していただいて、適切な企業を誘致していこう

という情報を活用するための資金だというふうに理解しておきます。 

109 ページ、観光関係で一生懸命松村委員は質問をしていました。ずばり聞きます。今年

度の観光推進事業は、職員雇用のとはっきり言って運営補助金だけ。例年度と変わりない。

たまたま緊急雇用を活用したために、観光推進事業というぐあいに銘打ったのではないか

というふうに理解するのですが、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○菊田商工観光課長 

おっしゃるとおりです。 

○竹谷委員 

全然目玉がない。さっきから一生懸命議論を聞いていたけれど、何ぼ見ても去年度、おとと

し同じなのですよ。たまたま今回、雇用の問題があったから組み替えして委託費にしたとい

うだけじゃないですか。だからね、今年度の事業は去年度、一昨年、23 年はちょっといろ



いろあったから 22 年と変わりない事業だというふうに理解してそれでいいですね。 

○菊田商工観光課長 

一部を除いてですけれど、そのとおりで結構です。 

○竹谷委員 

もうこれ以上言いません。私は、駅前に観光案内所つくることは一つの、仙石線の駅前ね、

これは一つの手法だと思う。多賀城の少なくとも玄関口に、多賀城の観光案内も何もないと

いうのはおかしいと思う。それは了としたい。そして、それをぶっつけ観光協会の事務局に

するのであれば、観光協会をどういうぐあいに育成していくのかという指針を持ってまず

やらなければいけない。事務所をただ外すだけでなく、移転するにはどういう観光協会をつ

くっていくのか。また育成していくのか。そうなるとこの予算では足りないです。とてもじ

ゃなく足らない。そしてそれを中心として先ほど来一生懸命松村委員からありましたけれ

ども、その観光協会が中心として多賀城の観光はどうあるべきなのか、市長がおっしゃった

ように。そして、風致活用をどうしていくのか。そして 6 次産業の取り組みはどうしてい

くのか。その上で、多賀城の政庁跡の大路の完成によって、あのところに計画をしているい

ろいろな建物もあったはずです。これらを体系的につくっていって、その上に立って観光協

会をこういう強化をしていくんだという指針は私はつくらなければいけないと思う。まず

多賀城の観光をどうあるべきかよりも、多賀城の観光協会をどういうぐあいにしていくの

か。どういう出発点にするのかということを、これは考えていかなくてはいけない。だから

24 年度はそこをやるだけの金を、予算はつけておりません。22 年度と同じような事業し

かできないと思います。ですからそういうのは 24 年度を考えて、25 年度からどうあるべ

きかをひとつ研究をしていただきたい。そして予算に反映をしていただきながら多賀城の

駅前にできる、私は観光案内所みたいなものだと思うけれども、その辺はきちっと私は発信

をすべきだと思う。そうでなければおかしいと思う。松村委員とはちょっと違う視点ですけ

れども、私はそう思うのです。いかがでしょうか。 

○伊藤市民経済部長 

まさに今、竹谷委員お話しのとおりと私たちも認識しております。観光協会、自主性そして

またその独立性といいますか、そういう観点で市が今まで相当な労務といいますか、業務と

いいますか、そういった形で進めてきました各イベント等々もやはり行政がみずから主導

してやりますと、どうしても人の配置の問題であるとか、あるいは制度の問題であるとか、

そういった労務管理もしかりでありますけれども、やはり我々市職員が観光行政をやる部

分においては限界がございます。そういった意味では、委員お話しのとおり観光の振興のス

キルを持った方、知識なり技術なりそういった能力なり、コーディネートするそういった方

においでいただいて、そして多賀城市のこれからの観光のあるべき姿、あるべき道というも

のを模索していく時期であろうというふうにはとらえております。そういった意味で、24

年度新しい年度は目玉がないんじゃないかというような今お話でありましたけれども、私

たちもいろいろ、近くでは県内では松島町の観光協会が収益事業で収入を得ていろんなそ



の観光振興の行政に取り組んでおりますし、一方で仙南の柴田町では白石城を核にしてい

ろいろ駐車場の収益を上げたりして自主自立で運営しているという、県内でもそういった

観光協会がありますことから、運営母体といいますか運営主体を市じゃなくしてやはりそ

の民間のそういった活力を生かしてフットワークのよい、そしてまた時代を先取りするよ

うなそういった姿にしていくべきであろうというふうに我々としてはとらえております。

以上、そういったことでございますので御理解ください。 

○竹谷委員 

それは人任せだよ。市がまずは音頭をとって、やっていって、必要な費用についてはある意

味では補助金を出していかなきゃいけない。そして事業が拡大することによっていろいろ

な策が出てくると思う。今、やれって言ったって無理でしょう。何、目玉あるの。だからそ

れは行政がきちっと観光協会とも議論しながらつくっていかなきゃいけないと思う。申し

わけないけれど、ざっと計算しただけでも 800 万ぐらい観光の経費として財政は使って、

執行しているのですよ、ざっと見てね。城南の仮設の案内状を含めてざっとやっていくと。

ですから、そういうのも含めて、うまく活用してやっていくということが今求められており

ますので。観光協会で何とかしてくれじゃなく、市が主体的になって観光協会の意見も聞い

て、まず基礎をつくってやる。その基礎の上に立ってどういうものを展開していくのかはい

ろいろあると思います。そして、多賀城の中央公園を中心とするあの地域に、きちっとした

観光協会が主体としてやれる何らかの施設も長期的には、これは行政主導でつくっていか

ないと。そういうものを含めて、これ以上は言いませんけれども。24 年度については、多

賀城の観光のあり方をきちっと基礎づくりしていただきたいというふうに思って質問させ

ていただきました。部長よろしいでしょうか。 

○伊藤市民経済部長 

もちろんこれは行政の主導する部分もありますし、一方ではその行政が補い切れない部分

もあろうと思います。そういった部分で、まずは本市の観光のいい方向性に向けてコーディ

ネートする方、あるいはその先進地の状況を視察したりしまして取り入れていければとい

うふうに思っております。以上です。 

○金野委員長 

ここで、10 分間の休憩をいたします。 

再開は 4 時 17 分。 

午後 4 時 07 分 休憩 

 

午後 4 時 17 分 開議 

○金野委員長 

はい、再開いたします。雨森委員。 

○雨森委員 

89 ページです。生活環境の問題でございます。先ほど竹谷委員から、犬のふんの問題が出



ました。飼い方についてのモラルの問題ですね。それでそのちょっと関連しまして、これは

お尋ねしていいかわかりませんが。猫ですね、猫の生活環境に非常に害を及ぼしているとい

う問題が各地で起きております。私の地域におりましても、1 軒の家で 3 匹、4 匹飼って

いる方もあるのですよね。猫も家族の一員であるということをおっしゃるわけです。家族の

一員であれば、家族同様な生活をすればいいのですけれども、外に投げっ放し。各地でふん

を垂れる、それにハエが飛んでいるということで非常に生活環境を害しております。それに

対して、市の方で飼うなとは言えないけれども、やはりそういった面において、やはり行政

の方でいろいろな面において指導していただきたい、啓発していただきたいと思うのです

が、お考えをお尋ねします。 

○佐藤市民経済部次長(兼)生活環境課長 

今の御質問について、正直なところ今まで猫のふんについて私どもの方で具体的に検討し

たことというのはほとんどなかったのかなと思います。ただ、委員おっしゃるとおり確かに

そういう問題もあるでしょうし、実際私の家にも近所のうちの猫入ってきてふんをしたと

いうような事例も実際ございまして、おっしゃることは重々わかります。そういったことも

含めまして、ちょっと今度そういう猫の啓発についても同じようにやはり考えていこうか

なと思います。 

○雨森委員 

ぜひお願いしたいです。近所で非常に迷惑していると。ただそれによって近所と仲たがいし

たくないのですよね、ですから余り強く言えないのですけれども。もう洗濯物の下に猫のふ

んがごろごろ転がっている、それにハエがたかっているというような状況が駅周辺のとこ

ろにいっぱいあるわけです。非常に頭を痛めている住民の方々いっぱいおりますので、ぜひ

これまた今後そういったその行政がどのようになっていくのか、十分に監視しながら見て

いきたいと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。これは回答結構です。 

それから、観光の問題ですね。いろいろと各委員から出ておりました。私は、やはり今市長

の国立地震津波ミュージアムですか、ホームか何かをつくるということでお考えもいいで

すが、私はあえて申し上げたいのは、今仙台で話題のあるパンダ、それからあるいはまた仙

台市にも水族館をつくりたいという考え持っております。新聞等々で出ておりますが、塩竈

で一時停滞したようなものがやはり着々と進んでおりまして、塩釜でやはり水族館をつく

るんだと、20 億ぐらいだということで報道されております。やはり塩竈というその観光と

いうものをバックにしまして、それでそのフェリーが発着できるような施設もつくるんだ

ということで、やはりその私は税収が、収入があって支出があると思うのですよね。ですか

ら、いかにその観光であっても多賀城市にお金が落ちるようなもの、そういったものをやは

り将来考えていかなくちゃいけない。県立博物館が非常に運営に困っていることは耳に皆

さん入っていると思いますよ、維持管理が大変であると。結局物はつくっても最初のうちは

いいんですよね、ところが後の維持管理が大変なんです。それから今、白石城出ておりまし

た。白石城も一時はよかったんですよね、新聞にも出ておりました。維持管理で今困ってい



るんですよ、そういう状況なんです。物をつくりましてもね。ですからそういうことを踏ま

えながら、やっぱり時代というのは刻々変化しております。だから市民が今何が必要なんだ

ということをよくよく考えながら、市民の目線で物をこれから考えていかなくちゃいけな

いんだと私はいつもそう思うのですが、市長いかがでしょうか。お考えお願いします。国立

地震津波のそういう構成、市長の初夢と聞きましたので、そういったことの考えですね。 

○菊地市長 

これは復興庁の平野大臣にもお会いしてお話ししたことです。ただこれに関しては、やっぱ

りそれなりの建物は建てたけれども人が入らないというふうなことがないようにという思

いはあるわけですけれども。私自身は行ったことないのですけれども、阪神淡路をきっかけ

に神戸にそれなりの建物があると。それはかなりちょっと調査してみないとわかりません

けれども、小中学生の修学旅行からいろんな方々が相当入っているということで、できれば

向こうに行くきっかけがあれば私も実際行ってどんなものか。恐らく地震ミュージアムみ

たいなものだと思うのですけれども、体験できて何かすごいというふうなことで。いずれに

しましても、今回の東日本大震災というのは千年に一度あるかないかの大地震、大津波だと

いうことで、それを集積するようなそういうことが、集大成するような場所がなければいけ

ないでしょうし、東北大学で、今も皆さん御存じのように今度東北大の今村先生あたりを中

心にして先ほど言ったようなことと同じですけれども、医療からそれから産業、製造業から、

あるいは減殺のための企業からいろんな分野をもう網羅したような、今回の大地震を受け

てそういう研究所をつくる 3 次補正で 29 億ですか、建物もできるようになりましたって

今村先生とお話ししたときにそういう話も承っております。ですからそういう拠点が今度

東北大学の中にできるということは、身近なところにそういうものができるわけですから、

それとの連携ということで私は、多賀城は貞観の大地震のときにもここから日本三代実録

に発信したわけでございますから、そういう歴史的にちなんだところだということでそう

いうミュージアムの発想になったということを、ぜひ御理解いただきたいと思います。です

から、ぜひつくるのであれば人が来ないような博物館ではどうしようもないし、当然来てい

ただいて減殺を図るような、そしてここから後世の方々に伝えていくような博物館にした

いという思いはぜひ御理解いただきたいと思います。 

○雨森委員 

今、市長の説明されるように非常に発想はいいと思います。それでこの間も横浜で、この震

災地震に関連した第 16 回の展示会とかそういう講習会とかそういったものがございまし

て私も参加したのですが、仙台市のその復興計画とかそういうこともやはり市の職員がそ

こで説明しておりました。いずれにしましても、市長も御存じのように横浜の桜木ですか、

国立会議場がございますね、その背景がいろいろなものが総合して、そしてその大きな国立

国際会議場、もういろいろなものがこう背景がぴったり整っているのですよね。ですから一

つのものをぽんと建てて、じゃあそこへ来てくださいという、あるいはまた珍しいうちは来

ますけれども、我々もなかなかそれを 2 回、3 回訪ねるということは、今おっしゃった神



戸のその施設も会館も我々視察させていただきました。確かにいろいろな面で体験できる

しすばらしいところでありましたので、非常に発想はいいと思いますので、国の関係機関と

検討されることは大いに結構でございますけれども、やはり交通機関の問題ございますね。

あらゆるものがこうマッチして、そういうものがつくられ、また利用されると思うのですけ

れども、なかなか大変な事業だと思います。すぐにどうこうという考えではないと思います

けれど、ぜひそういうことを踏まえながらお願いしたいとそのように思います。以上、今回

これで終わります。 

○米澤委員 

109 ページの仙台宮城観光キャンペーン推進協議会の負担金ということなのですけれども。

先ほど来、松村委員、竹谷委員がおっしゃっていましたけれども、この先ほど課長がおっし

ゃっていたのは、この笑顔咲く旅伊達な旅仙台宮城ってこの中身の内容についてもおっし

ゃっていたのですよね。ただ先ほどこれちょっと見せていただいて読んでいたのですけれ

ど、なかなか多賀城が出てこないなと思ったら 6 月のアヤメ園だけだったのですよね。何

ともやっぱり寂しい、せっかくこういう形で一生懸命宮城県がもう絶対来てねというので

頑張っているのに、なんか多賀城がこの 1 カ所だけというのは何とも寂しいような。今回

プレということなので、これでよろしいのですよね。先ほど課長がおっしゃっていた内容等

について、ですよね。はい。これで 100 万、この中でこの今の負担金 100 万がかかって

いることなのでしょうか。それとももっと内容的に別なものも負担金が出されているのか、

その辺をお伺いいたします。 

○菊田商工観光課長 

そのものだけではなくて、これから 25 年度に向けてのいろんな広告宣伝費も含めての金

額でございます。 

○米澤委員 

その旨やっぱり先ほどもなんか回答の中でやっぱりコーディネーター専門家の方を入れて、

やっぱりどんどんと多賀城を発信していっていただければと思いますので、来年ぜひ期待

いたしますので。以上です。 

○金野委員長 

以上で、第 4 款から第 7 款までの質疑を終了いたします。 

お諮りいたします。本日の委員会はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○金野委員長 

御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

明 3 月 6 日午前 10 時から特別委員会を開きます。 

御苦労さまでした。 

午後 4 時 28 分 延会 



 

予算特別委員会 

委員長 金野 次男 


